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午後１時２７分開会 

○太田せいいち委員長 これより子ども・子育て支

援対策調査特別委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 初めに、記録署名員２名を

指名させていただきます。 

  いいくら委員、土屋委員、よろしくお願いいた

します。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、請願・陳情の審査を

議題といたします。 

  初めに、５受理番号３９ どの子も健やかに成

長できる質の高い保育、父母のニーズに対応した

保育を実施するために、待機児童対策、施設・環

境・体制の整備・拡充などを求める陳情、５受理

番号４８ 保育士配置の最低基準の引き上げと国

民の負担増を伴わない保育予算の大幅な増額を求

める意見書を国と東京都に提出することを求める

請願、以上２件を一括議題といたします。 

  ２件とも前回は継続審査であります。 

  また、報告事項⑤令和８年４月保育施設（認可

保育所・認定こども園等）利用申込み状況が本請

願・陳情と関連しておりますので、併せて執行機

関に説明を求めます。 

○子ども家庭部長 それでは、教育委員会の資料の

２ページをお開きください。 

  来年度４月の保育園の入所状況、申込み状況の

報告でございます。 

  項番１のところに利用の申込みの受付状況を記

載させておりますが、特出すべきところは、昨年

度に比べまして申込みが５６１件増えたというこ

とで、我々ちょっとびっくりしているのですけれ

ども、かなり保育園の申込みが増えました。それ

に伴いまして項番２のところの一次不承諾の数、

令和８年度の一次不承諾の数のＦというところな

のですけれども、合計のところ１，２０７件と、

昨年より２００件ぐらい多くなっております。ま

た、その内訳も記載させておりますが、１歳、２

歳に一次不承諾が多かったということでございま

す。申込みも、特に１歳児がかなり多くなってお

ります。 

  ３ページになります。 

  空き状況と施設別を記載させておりますが、昨

年度に比べて空き状況も少し減ってきておりまし

て、数が増えた影響なのかなというふうに考えて

おります。 

  今後の方針でございます。 

  待機児童数につきましては、２定の子ども・子

育て支援対策調査特別委員会の方で報告させてい

ただきますが、５月中旬から下旬にかけて速報版

が出ますので、また議会の方にメモ入れ等をさせ

ていただきたいと考えております。 

  我々、今、待機児童数の第三次調整をやってお

りまして、それぞれ待機になった方に電話連絡を

しながら、今、調整をしているところでございま

す。この後、我々が把握していない企業主導型で

あるとか、各保護者の就労状況とかを確認して、

５月頭ぐらいまでに何とか４月１日付の待機児童

数を確定させていきたいと思います。その数に対

応しまして、我々の方で対策を取っていかないと

いけない可能性も出てまいりますので、この一次

不承諾の数とともに、待機児童数の数の影響につ

いても注視しながら対策を考えてまいりたいと考

えております。 

  私からは以上でございます。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に移ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 予算委員会でも若干質疑させて

いただきましたけれども、１，２００人という数

字、１，２００人を超えた第一次不承諾というの
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は何年ぶりぐらいでしょうか。 

○保育・入園課長 三、四年ぶりぐらいになるかと

思います。 

○ぬかが和子委員 もうちょっと正確な、後でもい

いから正確にきちんと答えていただきたいと思い

ます。うろ覚えな形で議論したくないので、私の

認識では、１，０００人を超えたのが三、四年ぶ

り、久しぶりだったという、結局、今から１０年

近く前に「保育園落ちた死ね」というＸ、当時の

Ｔｗｉｔｔｅｒが非常に話題になって、そして全

国で保育所を造っての動きが広がってと、あの時

期に本当に１，０００人を超え、１，５００人の

待機児童が第一次不承諾が出て、つまり第５希望

まで書いたけれども入れなかったという人たちが

たくさんいて、その中には常勤で入れなかった方

もいらっしゃったと。去年の事象もこの委員会で

申し上げてきたように、それに次ぐような、何し

ろ常勤の育休明け復職の現職教員が、第一次不承

諾でどこにも入れなかったと、わざわざ足立区に

越してきたのに入れなかったという事態にもなっ

ていたということで予算委員会でもやったわけで

すけれども、これをしっかり分析しながら本当に

どうやったら、第二次調整、第三次調整やるから

いいやではないと思うのです。第５希望まで書い

て、どこか希望に入れていたと、そういうふうな

状況をつくっていかなきゃいけないと思うのです

けれども、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 今、ぬかが委員おっしゃったよ

うに、やはり１回目の申込みのときに第５希望ま

で書いていただき、一次不承諾の数を減らしてい

くことは重要だと私どもの方も考えております。 

○ぬかが和子委員 それで、第一次不承諾に向けた

取組方針等々も前の委員会で報告いただいて、足

立区としては持っているということですけれども、

もう少し今回のことをお伺いしたいのですが、夫

婦とも常勤で８時間以上の労働の場合ですと、指

数が恐らく４６になるのだけれども、実際には４

６では入れないとか、４８とか５０とかないと入

れないと、そういう保育園もあったのではないか

と思いますが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 確かにおっしゃるとおりで、最

低の御両親フルタイムで４６点なのですけれども、

実際には４８点、それ以上の指数がないと入園で

きなかった事態がございます。 

○ぬかが和子委員 そうすると、入れない状況、入

りにくい状況というのは、本当に当時とあまり変

わってない。一時期保育園が増えてよかったとい

うふうに思っていたのですけれども、それが結局、

今、申込み者が急増というのが原因だということ

はあるにしても、そういう入りたい人が入れない、

入れたい人が入れられない状況というのは深刻だ

なというふうに思うのです。だって、常勤でもそ

ういう形になっちゃうわけだから、この辺の打開

の方向というのは、子ども家庭部長はどうお考え

ですか。 

○子ども家庭部長 まず量を確保すること、これが

一番重要なのかなと思っております。その中で、

特に今回１歳児、ゼロ歳は私的には全員４月は入

れると思ってますけれども、年度途中はなかなか

難しいかもしれないけれども、特に１歳がかなり

増えております。そこら辺をどう対処するのか、

当然２歳、３歳、４歳、５歳というのは、実は空

いているのです。そこが難しいところで、１歳の

ポイントに絞った何か確保策というのを考えてい

かないといけないのかなというふうに考えており

ます。 

○ぬかが和子委員 今、子ども家庭部長が答えてく

れたところ大事だと、私、思っていて、１０年ぐ

らい前のときにはゼロ歳児の第一次不承諾も多か

ったのです。それはいろいろ保護者の方に話を聞

くと、１歳児ではもう入れない、入れないと困る

から育休を早めに切り上げて、それでゼロ歳児で

申し込むという方が多かったので、ゼロ歳児の第

一次不承諾は少なかったのです。で、保育園が民
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間であっても増えていく中で私は本当によかった

なと思ったのは、本来育休を取りたい人が育休を

満了するまで取れるようになって、１歳児からの

申込みというのがすごく増えてきた。ゼロ歳から

申し込まなきゃいけないという人が減ってきたと

いうふうに、つまり本当は預けなくていいけれど

も、ゼロ歳から預けないと入れないから預けると

いう人もいたわけです。そこが改善されてきたと

いうことはいいことだと思っていたら、確かに１

歳児の入れなさの方が激しいわけで８０３人もい

るわけですけれども、でもゼロ歳も人数だけでは

なくて割合も増えてますよね。ここに私は危険な

兆候があるのではないかと。ここを本当にゼロ歳、

１歳、２歳、特にゼロ歳、１歳ですか、そこを何

とかするということを考えていかなきゃいけない

と思うのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 私どももここの部分については

非常に課題だと思っています。やはりゼロ歳児、

昨年度についてはゼロ歳児の方が多かったかなと

いう印象なのですけれども、今年度は１歳児も非

常に増えているという実態がありますので、解決

策は考えてまいりたいと思います。 

○ぬかが和子委員 その解決策のときに、量の確保

をどうするのかというところで、どうやっていく

のかという中で、区の方は予算特別委員会でも聞

いたけれども待機児解消アクション・プランは再

開はしないと、しないけれども第一次不承諾は解

消に向けて、改善に向けて取り組んでいくという

お答えでしたけれども、例えば、保育園の建て替

えのときに大胆な定員の調整とか、それから今の

実態に見合った、そういう公立保育園はこれから

どんどんと建て替えをしていくことになるわけな

ので、そういう中で本当にニーズに応えられるよ

うな保育園の在り方というのが必要になってくる

のではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 おっしゃるとおりでございます。

公立保育園の更新計画の方は出させていただいて

いますが、とはいえ保育の需要の実態に応じて、

よりゼロ歳児、１歳児のお部屋を少し大きくした

りだとか、そういったこともしっかりと踏まえな

がら建て替えの方はやっていきたいと思っており

ます。 

○ぬかが和子委員 そして、今、建て替え年次計画

を持ってますけれども、新年度基本設計をやると

いうのが緑町保育園と、それから、あずま何かも

入ってくということで、こういう中でもそういう

要素というのを十分に反映していただきたいと思

ってるのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 千住地域については、比較的需

要の供給とバランスがある程度取れているかなと

思いますけれども、全体の調整を見ながら、もち

ろん千住あずまと緑町についても考えてまいりま

す。 

○子ども家庭部長 当然、ゼロ歳、１歳を入れない

と、結局一時預かりとか誰でも通園の関係もあり

ますので、新しい建て替えする保育園につきまし

ては、そこを踏まえて、今、設計するようには指

示はしております。 

○ぬかが和子委員 それから、今回は第一次不承諾

の詳細まで行かないけれども全体像を御報告いた

だいたわけだけれども、これから待機児童が出て、

先ほどの説明の中で５月下旬に速報版で出すとい

うことだったのですけれども、その前にもう１回

委員会がある中で、是非第一次不承諾も地域ごと

に、先ほど答弁もありましたように、どういう状

況だったのかというのをしっかり見て分析しなが

ら対応する必要があると思うので、是非そういう

ものも出していただきたいのですが、どうでしょ

うか。 

○保育・入園課長 今現在、三次調整等を行ってい

る段階ですが、３月末にはそれも確定いたします

ので、４月のときに一次不承諾の地域別の詳細を

御報告できるように準備してまいります。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 
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○岡安たかし委員 私の方からも何点か、昨年がゼ

ロ歳、１歳で７７２名第一次不承諾ということで、

第一次の後、今年もそうですけれども、二次、三

次とやっていく。最終的に御本人が１００％納得

いかなくても、そこで何とかしようがないという

ところまで入ったところで全部消えていくわけで

すけれどもこの人数が、最終的に本当にもう預け

ないと仕事に復帰できないという方で残っちゃっ

た人数というのは、ゼロ歳、１歳に限りませんけ

れども、最終的には昨年で言えば全体で１，０１

９名だったわけですが、最終的には何人が本当に

必要な人が入れなかったという人数、把握できて

ますか。 

○保育・入園課長 今、岡安委員がおっしゃった捉

え方、私どもの方で待機児童という捉え方でよろ

しければ、７名というふうに。 

○子ども家庭部長 あと待機児童の方は、ベビーシ

ッターを使えるのです。ベビーシッターはたしか

月２４０時間、毎日８時間預けても、ベビーシッ

ターの方に来てもらう形になりますけれども、そ

こで仕事に行くことができるので、そちらは使え

るようになっております。 

○岡安たかし委員 要は、だからそういうところも

含めてなのですけれども、ベビーシッター利用ま

で入れても７名が、もうどうしようもなかったっ

ていう捉え方でいいのですか。 

○保育・入園課長 待機児童の考え方が国の定義で

いろいろ条件で★★していく考え方がございます

ので、本当に真に入りたいのに入れなかった方が

７名かというと、岡安委員が、今、おっしゃって

くださったような人数とイコールかどうかという

のはあれですけれども、すみません、待機児童と

いう捉え方は７名として捉えてございます。 

○岡安たかし委員 区民から見れば、そんな制度の

話なんかどうでもよくて、本当に入りたい人がい

ろいろなやり方で何だろう、不承諾をあえてして

ほしい方もいるでしょうから、そういう人を除い

て、本当に子どもをどこかに預けないと仕事復帰

できないのだという、この人の中で、今、子ども

家庭部長が言われたベビーシッターもありますよ

とか、そういう中で、ではそちらを利用すれば本

当は保育園に入りたかったけれども、それでも仕

事復帰できるならそれを利用しますと、そういう

人も人数から消えるという中で何名残るかという、

この辺の人数はしっかり把握しておく必要がある

のかなと。 

  私は、綾瀬エリア、議員として担当させてもら

って、昨年たしか１歳で１名、ほかの年齢はあれ

なのですけれども、人数が一番多かった１歳でど

うしても入りたかったけれども入れない、このま

まではもう復帰できないという方が１名いたと認

識してるのです、綾瀬エリアで。今年、私に相談

があった方がやはり一次不承諾はもう駄目と、二

次で、一次しか書かなかったのです、それは兄弟

が入っていたからと。今度二次でアドバイスを受

けてコンシェルジュさんから、全部入れたのです

けれども、やはり全部駄目だったのです。もう、

このままでは９月までしか育休取れない。「９月

以降どうするのですか、このままでは」というと

ころで、「いや、もうどうしたらいいのですか」

ね、そこにはコンシェルジュさんに相談している

のに、ベビーシッターの話も出てきてないのです。

私もうろ覚えだったのですけれども、「たしかベ

ビーシッター利用というのはできると聞いてるの

ですが」と、「どういうあれですか」と言うから、

「ベビーシッターに自宅に来てもらって子どもを

預かってもらう」、「それでもいいです、仕事復

帰できるなら」と、「もう一度ちゃんとコンシェ

ルジュさんに相談してもらってください」という

ことにして、そうこうしてるうちに、近くの保育

ママさんが空いたものですから、そこで何とかと

いう、結論は聞いてないのですけれども、兄弟と

離れちゃうけれども、それしかないということで、

それでもいいのではないのですかという、過去に
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は引っ越しした人もいるのです。これはさっきぬ

かが委員が言われた★★が出る前で、まだ保育園

を造ろうとしてたときだったので、本当に待機児

がいっぱいいたので、もうどうしようもなかった。 

 そのときに、いろいろやってももうどうしようも

ありませんと、「この制度だと、これを使えば月

何時間までは」みたいな、「そんなのでは駄目で

すよ、フルタイムで働いてるのですから」という

駄目な人がいて、引っ越したのです。そうこうし

ているうちに、「どうしますか」と、こっちも寄

り添って最後まで何とかしなきゃと思ってやり取

りしてたら、「もう主人と話して親戚とも話して

引っ越すことに決めました」と。「そっちの自治

体は大丈夫なのですか」と、「こっちは空いてま

す」ということで、かつて足立区には、足立区だ

けではないかもしれませんけれども、足立区でも

そういうことがあって、今、保育園も増やして、

保育施設も増やして、ただ、今回こういうふうに

出て、ただ最終的に本当に必要な人がベビーシッ

ターも使ってもどうしようもないという人が１人

でもいれば、その人をどうするのかという話にな

るわけです。これは人数の話ではないです。１人

ならいい、３０人は駄目という話ではないと思う

のです。その１人の人に絞ったら、その人は困っ

ちゃってるわけですから、本当に何か策をつくら

ないとって思うのですけれども、保育園がこうい

うふうになっている一方、幼稚園では空き教室が

出ている幼稚園もあると。空き教室が出てる幼稚

園の園長先生に聞くと、「保育で大変だったら空

き教室を貸すから何かやってもらってもいいのだ

けれどもね」なんていう園長先生もいるのです。

ただ、免許も違うし、そこに何か会計年度任用職

員さんを就けてといっても、なかなか保育園と幼

稚園、教室があればいいというものでもないのだ

ろうなという難しさもあるのですけれども、本当

に最後の最後に、昨年が７だとして、今年が仮に

２０、３０と本当に必要な人がベビーシッターも

利用できない、家庭の事情でとかいろいろなのも

含めて、そういう人が残っちゃった場合、本当に

何か考えなきゃいけないと思うのですけれども、

その辺は何か考えてるのですか、今後こうしてい

こうというような方針。 

○子ども家庭部長 実は考えてます。考えてますが、

ある程度待機児が確定した後に、令和８年度中に

何か手を打って、令和９年度に備えるということ

も考えておりますので、あらゆることを考えるタ

イミングに来てますので、ただ保育の無償化もあ

りまして、かなりこの流れが結構二、三年続くの

かもしれませんので、埼玉県とか草加市とか川口

市の保育料がゼロ円になれば、また別なのかもし

れないのですけれども、埼玉の、あんまりほかの

県のことを言っちゃいけませんけれども、隣の県

の同じ収入で例えば年収１，０００万円だと６万

円ぐらい掛かるのです、近隣区だと。６万円ある

のだったら、こちらの方で家賃で借りて東京の方

で住んだ方がいいという形になりますので、そう

いう傾向が続きますので、今のうちに考えていか

ないといけないなというふうには考えております。 

○岡安たかし委員 それは今回言えないにしても、

今度のときには、今、子ども家庭部長が言った、

実は考えているというのは報告いただけるのです

か。 

○保育・入園課長 ７月ぐらいを目途に御報告でき

るよう考えております。 

○岡安たかし委員 最終的に、足立区は本当に子育

て安心だなと、一次あるいは二次でも全部駄目に

なったとしても最終的にこういうプランが足立区

にはあって、待機にならないで済むよと、必ず職

場に復帰できるよという安心感が、お母さん方の

情報って早いですから、他区にもつながれば本当

に足立、子育てすごいねというふうになるのです。

そうすれば、また足立区に若い方が引っ越してく

るきっかけにも、さっき言った足立区から引っ越

すのではなくて、他区でもう厳しいと言われてい
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た人が、足立区ならいけるのではないかと引っ越

してくるきっかけにもなると思いますので、是非

そこはしっかりやってもらいたいと思います。 

  以上です。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑は。 

○渡辺ひであき委員 ぬかが委員長と岡安委員の質

疑を伺ってて、全くおっしゃるとおりだなという

思いが強くありました。私も議員にならせていた

だいて３１年目になりましたけれども、昔から随

分、子育ての環境というのは変わってきたなとい

うふうに思っております。石原慎太郎都知事の肝

煎りで認証保育園制度ができた頃、当時はいろい

ろな捉まえ方があって、高度な乳幼児教育をする

保育園という意味で認証保育園というのは造られ

たわけです。千住だと北千住の駅に造られたわけ

ですけれども、当時の保育料でも最高八万数千円

まで認められていて、なのだけれども、いつの間

にかたくさん増えた認証保育園もやっぱり待機児

童対策のためのインフラになったという記憶があ

るし、そういうふうになったというふうに思って

おります。 

  いろいろな変遷があって、入らない方が増えて

きた。今、岡安委員の言葉で象徴的なのは職場復

帰できるかできないかと、これに尽きるのだろう

というふうに思っておりまして、その形がどうあ

るのかということは、子育てしやすいということ

よりも、子どもを産み育てやすい自治体を目指す

ということになるのかなというふうに思っており

ますので、そうした意味ではそこに心を砕いてい

くことは一番重要だと思っています。 

  で、第５希望まで書かなきゃいけませんねと僕

らもよく言います、相談を受けると、そうしない

と、もしかしたら第５希望なら入れるかもしれな

い。ただ、親御さんにしてみれば、できるだけ近

いところに入ればいいという気持ちの中で、その

中に４つまでで、ここだと距離的に近いから、そ

ういうことをしんしゃくしてくれて入れてくれる

のではないかという思いの方もいるやに思います。

だけれどもそうしたことも含めて、第一次不承認

も出るのかなという思いがあります。 

  さて、ここで、そうした意味でもそのことを周

知をするということは非常に重要だということと、

第一次不承認というか、まず希望のときに、例え

ば当時認証保育園をやってた方は、送迎を１人で

やってました。だからちょっと距離があっても、

例えば送迎でちょっと遠いところでも大丈夫です

かというようなことも、そこの希望の欄に仮に入

れる、送迎ということを区で制度としてやれるか

やれないかということもありますけれども、そう

したことも含めて検討するべきなのだろうと当時

から思って、何度か区の中で質疑をしたことはご

ざいますが、実現には至っておりません。ただ、

こういう現実を見ると、先ほど子ども家庭部長は

７月頃に報告できるよういろいろ手だてを講じる

のだとおっしゃってましたけれども、そういう議

論が庁内であるのかどうかお伺いしたいと思いま

す。 

○保育・入園課長 送迎のシステムも同時に、今、

検討しているところでございます。 

○渡辺ひであき委員 オンデマンドも進んで、ＡＩ

も進んでいって、これは安全性ということに尽き

ますけれども、そこのところについては是非議論

をしていただきたいなというふうに思います。 

  もう１点気になったのは、区で把握し切れない

けれども企業主導型があるよということでありま

す。こことの連携については、なぜ区は把握でき

てないのかお伺いしておきたいと思います。 

○子ども家庭部長 今回の申込みの中に、企業主導

型というところがないので把握できてないだけで

あって、その後、待機児となりそうな方とか調整

が付いてない方には電話連絡をして、その後、「子

どもさん、どこに預けるのですか」という形で話

を毎年聞いております。それが４月ぐらいにどう

いう状況か確認しますので、そこで初めて、「ど
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こどこの企業主導型に行くのだよ」ということで

把握できると、災害の備蓄なんかでは連携してお

ります。 

○渡辺ひであき委員 ということになると、１２月

の締切りの手前の下調査というのを１回やった方

がいいのでしょうね。いろいろな形で企業主導型

も含めて入れる余地がある方がいたり、それから

先ほど申し上げたように送迎でもいいよという方

がいたり、いろいろなパターンがあるというふう

に思うのです。その意向調査ができるのならやっ

て、それで押しなべて実際に一次の第５希望まで

出すときにあらかたの予想ができると、こんな手

前の策を講じることも必要だと思いますが、いか

がでしょうか。 

○保育・入園課長 企業主導型の意向調査、先方の

協力を得られるかどうか所管との調整をしながら

進めてまいります。 

○渡辺ひであき委員 ごめんなさい。それは、さっ

きのぬかが委員がおっしゃってたことと似ていて、

地域ごとに偏在があるのだと思います、入れる入

れないで。これは、でも３年ぐらいたつと、また

変わっちゃうんだよね。これは、区の方での対応

というのは非常に難しいのは承知してます。けれ

ども、事前の調査をすることによって、それが幾

らかでも緩和できるのではないのですかというこ

とで申し上げています。いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 努めてまいります。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いいたします。 

○いいくら昭二委員 我が会派といたしましては、

思い起こすのは、予算、子ども・子育て支援対策

調査特別委員会の初回のときに、５受理番号３９

の説明のときに子ども家庭部長の方が、第一次不

承諾が１，０１９人ということで３年ぶりという

ような、これは、私、ここにメモ書きに書いてあ

るのですけれども、先ほどの説明の中で、今年は

１，２０７名ということで増えてしまったという

話があったのですけれども、そのためにこの陳情

を審議したのですが、増えてしまったという中に

おいて、先ほどの御答弁の中で７月を目途にとい

う話も出てきましたということで、しっかりこの

機会に更にしっかりと議論をしていきたいと思っ

て両陳情とも審議していきたいと思いますので、

継続ということでお願いします。 

○くじらい実委員 今まで質疑ありました第一次不

承諾が増えてしまっているという現実はあるかと

思いますが、当然対策も含めて検討いただかなき

ゃいけないかなと思います。２件とも継続でお願

いします。 

○ぬかが和子委員 第一次不承諾をなぜ重視するか

というのは、もう百も御存じだと思いますけれど

も、保育園の場合は小さな子どもを親が連れて仕

事に行かなきゃいけない前に、雨であったら雨で

もかっぱを着せて大変な思いして、それも１人で

はなくて２人、そういうお子さんがいて、お兄ち

ゃんがいるところに預けたいというのも当然のこ

とだし、やっぱり希望する園に入れるようにして

あげるのが自治体の役割だと、入れるような体制

を整備するのが自治体の役割だと思うのです。先

ほど保育料が安いから他県から流入という話もあ

りましたけれども、つまり、今、所得関係なく無

償だからという話があったのですけれども、ただ、

一方で直近の住宅政策審議会に出された資料では、

ゼロ歳から５歳児は転出が超過している唯一の世

代になってるのです。つまり、さあ産んで子育て

しましょうというときに、どこに住むことを選び

ますかというときに、意外と保育料のことが念頭

にあるよりも家賃が安いかどうかとか、安心して

住めるかどうかということで転出をしてしまう方

の方が多い。ゼロ歳児が自分で転出するわけでは

ないから、親も一緒に転出するということが、そ

ういう数字が出ている中で、その辺については区
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としてもしっかり、一方で住宅の方では転出超過

だと言っていて、一方で子ども家庭部長は、いや

転入してきていっぱい入ってくるのだと、そこの

部分がと、その辺は正確にしてエビデンスを正確

なもので議論もししてっていいただきたいし、明

確にしていただきたいというふうに思います。 

  いずれにしても、予算委員会でも、私、言いま

したけれども、広報でも、「子育てしやすいワケ」

ということを言っているけれども、近くの保育園、

希望する保育園、別に第１ではなくても第５まで

でもいいからその保育園に入れない、この状況を

解決していかないと子育てしやすいというふうに

は誰も思わないというふうに思います。この陳情

は、本当に当然のことだと思いますので、２本と

も採択を求めたいと思います。 

○富田けんたろう委員 第一次不承諾を減らすため

には、子ども家庭部長が先ほど、まず量だという

ふうな御発言もありました。そのあたりのロード

マップも必要かなというふうに思いますし、まだ

議論が必要かなと思うので、継続でお願いします。 

○佐藤あい委員 今回、第一次不承諾、増えてしま

って１，２０７人という数字となっていて、現状、

大変困っている親御さんたちがたくさんいらっし

ゃるという現実がありますので、しっかりと対策

を考えていく必要があると思います。対策に関し

ては検討されているというお話しございましたの

で、そちらも踏まえてしっかりと議論をしていく

必要があると思いますので、２件とも継続でお願

いいたします。 

○髙橋まゆみ委員 受理番号３９で、待機児童の数

だけを追求してしまうと、数を減らすためだけに

走ってしまいがちな方向になってしまうのは危惧

するところです。どうしても親と保護者のニーズ

というの、遠くだったり、ニーズをつかもうとし

てはくれなくなってしまう。例えば、遠くの園を

勧めてしまったりとか、自分の園の方針と違うと

ころを勧めてしまったりとか、そういったことが

ないようにしていただきたいなと思います。これ

は要望して採択です。 

  そして、受理番号４８は、保育士の配置の最低

基準の引上げ、予算の増額は現場にいる方たちの

モチベーションだけではなくて、利用者の安心と

子どもたちの安全に直結するものだと思いますの

で、採択します。 

○太田せいいち委員長 ２件とも採択ということ。 

  それでは、本件は、２件とも継続審査とするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定いたしました。 

  次に、６受理番号１１ 子どもを産み育てやす

い新たな制度を求める請願を単独議題といたしま

す。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項⑥足立区におけるこども誰でも

通園制度の実施内容についてが本請願と関連して

おりますので、併せて執行機関に説明を求めます。 

○子ども家庭部長 それでは、４ページをお開きく

ださい。 

  これまでいろいろと議論していただきましたこ

ども誰でも通園制度の実施内容をまとめさせてい

ただきました。 

  まず項番１のところの利用者向けの運用につき

ましては、月１０時間までと、まずは月１０時間

として来年度スタートさせていただきたいと考え

ております。幼稚園など、こども園の一部、２歳

以上を除いて、そこの幼稚園等は１０時間以上を

やっております。 

  それと項番２のところ、事業者向けにこれから

伝えていかないといけないので、運営費の補助に

ついても御報告させていただきます。 

  こちらの表のとおり公定価格と運営費補助とい

うのがありまして、主に運営費補助の部分、大ま

かに言えば、１０４日以内誰でも通園制度を開い
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ていれば８３０万円ぐらいは事業者に入ると、そ

れ以上をやれば最大１，４００万円ほど運営費が

入る。あとは、公定価格として利用者１人に付き

幾らという形で加算がされていくというような形

になっております。 

  また、これとは別に開設準備経費として、こど

も誰でも通園制度を始めるに当たって、１施設年

間４００万円が出るというような形になります。 

  今後の予定は記載のとおりですが、４月に入り

まして面談等をさせていただいて、５月から受入

れの方をしていきたいと考えております。 

  以上になります。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 いろいろ質問したいのですけれ

ども、先ほど利用者向け運用内容ということで、

保育施設としては区立保育園が一番多い１４園と、

それから幼稚園の方は３３園ということなのです

が、幼稚園の方は恐らく今までもやっている預か

りといいますか、そういうものと同等のものとい

うことで、実際には２歳児が一番多いのではない

か、ほとんど２歳児なのではないかと思いますが、

どうでしょうか。 

○幼稚園・地域保育課長 幼稚園に関しましては、

東京都版の誰でも通園制度という形で２年ほど前

から既に実施させていただいております。その中

でプレ保育をこの枠には使わせていただいており

ますので、例えばなのですが、火曜日に毎週３時

間教室を開けますという形になった場合ですと、

４週実施した場合は１２時間実施になりますので、

そういった形で１０時間以上という形で取らせて

いただいております。現状、ほとんどの幼稚園が

２歳児を対象に行っていて、１歳児、ゼロ歳児に

関しましては、１園ずつ、今、実施している状況

でございます。 

○ぬかが和子委員 それで、１歳児、ゼロ歳児をそ

うすると担うのが大半が区立保育園になるという

形になるわけです。ゼロ歳と１歳が一番人見知り

とかありまして、なかなかなじむのも大変、苦労

が多い。それを月に１０時間ということで、２．

５時間掛ける毎週１回で４回ということで考える

と、本当に泣いて泣いて親と離れるのに泣いて、

やっと泣きやんだ頃にさようならということにも

なりかねないような在り方というのは、本当に子

どものためになるのかという思いでしようがない

のですが、この一番多い区立保育園のところでお

伺いしたいのですが、１４園のうち、ゼロ歳児を

やる園が何園なのか、１歳児、２歳児はそれぞれ

何園あるのか教えてください。 

○保育・入園課長 申し訳ございません、今、手元

に１４園の内訳、すみません、後ほどすぐ計算し

て御報告、今、一覧は持ってるのですが、全体で

何人かはすぐ確認します。 

○ぬかが和子委員 でも圧倒的多数がゼロ歳児では

ないかと思いますが、どうですか。 

○保育・入園課長 ゼロ歳児が多いです。 

○ぬかが和子委員 ゼロ歳児が多い中で、公立保育

園１つの園で２名の定数で考えて１４園でやって、

週に１０人毎日子どもが入れ替わって、２人ずつ

入れ替わってやるというような形になるのかなと

いうふうに思っているのです。そこに対しての職

員の体制などは、どうなっているのでしょうか。 

○子ども政策課長 職員の体制につきましては、会

計年度任用職員を雇いまして、配置する予定にな

っております。１名です。 

○ぬかが和子委員 会計年度任用職員の募集もやっ

ていたと思うけれども、こども誰でも通園制度の

ように毎日子どもが替わる、そういうところで見

るのですよという募集ではなかったと思うのです。

その辺はどうお考えですか。 

○子ども政策課長 ぬかが委員おっしゃるとおり、

そういった日々子どもたちが替わるという表記は

ございませんでした。 

  しかし、一時預かり等の募集の際にも同じよう



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １０  

 

に募集しておりますので、表記については変わら

ない状況になっております。 

○ぬかが和子委員 そうすると、今回会計年度任用

職員で募集した人たちが、こども誰でも通園制度

をやるということですか。 

○子ども政策課長 全ての方が誰でも通園制度の担

当になるということではなく、園の中で、例えば

再任用職員を充てるというふうなお話も聞いてお

ります。 

○ぬかが和子委員 もうやる園は１４園と決まって

るわけです。そうすると抽象的な話ではなくて、

具体的にどうなるのということで募集を掛けてる

ときに、こども誰でも通園制度のような、そうい

う保育をやるのですよということで募集を掛けて

ない。で、どういう人が来るかも、もう、今、決

まっているだろうとは思いますけれども、分から

ない中で園のスタッフとも一緒にやっていく、そ

ういうなじみもない方が、ぽっと入ってきた毎日

替わる子どもたちを見るということは、非常に心

配の声も寄せられてるのです。その辺については

どうお考えですか。 

○保育・入園課長 御心配ごもっともだと思います。

私の方にも現場からそのような声をいただいてお

ります。採用する誰でも通園制度を担っていただ

く方につきましては、個別のフォローをさせてい

ただくつもりで考えております。 

○ぬかが和子委員 本来、例えば京都では、専用室

独立型で実施をするということで、正規の職員で

やってるのです。前に私申し上げたけれども、公

立保育園でやるのだったら、こども誰でも通園制

度のモデルのように本当にしっかりとした体制で

専用独立室で、こういう形で広げていけたらいい

ねと思えるようなものでないと、よくないのでは

ないかという思いがあるのです。そういう誰でも

通園制度であってほしいと思っているのです。そ

ういう立場で見ると、正規で今後やっていくとい

うことも考えるべきではないかと思いますが、ど

うでしょうか。 

○子ども政策課長 誰でも通園制度につきましては、

来年度実施される予定になっております。現時点

では、会計年度ということで話を進めてまいりま

すが、その状況等を見させていただきながら、今

後については検討させていただきます。 

○子ども家庭部長 正規職員が増えてくれば当然正

規でやっていこうと思いますけれども、今の段階

ではなかなか難しいので、正規職員をまず増やし

て、マックス採用できなかったこともありますの

で、まずは会計年度で始めさせていただきたいと

考えております。 

○ぬかが和子委員 是非、正規化も見越して頑張っ

てやっていただきたいと思っているのです。 

  誰でも通園を９時から預かるとすると、１１時

半、それで、ここにもありますように昼食等も含

むということで、公立保育園では昼食を出すとい

うことだということもお伺いしました。そうする

と、９時から預かって２時間半で帰るけれども、

１１時に食べてもらって帰るという感じで考えて

いるのですか。 

○保育・入園課長 公立は２．５時間と５時間のツ

ーパターンを今考えていますが、２．５につきま

しては恐らく１０時半から１１時の間になるかと

思います。 

○ぬかが和子委員 ゼロ歳児は比較的早くても大丈

夫なのだけれども、いろいろなリズムを考えると

ちょっと難しい点もあるのかなというふうに思い

ますし、現場の声を聞いて対応していただきたい

というふうに思います。 

  それから、そういう会計年度の方が担うわけだ

けれども、１人で２名を見ると、ゼロ歳であって

も２名を見るという状況の中で、発熱とかトラブ

ルがあったときとか、何かあったときは誰がどう

対応するのでしょうか。 

○保育・入園課長 恐れ入ります、そちらについて

はメインの担当は会計年度というふうに私ども御
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説明させていただいておりますが、お子さんをお

預かりするということで、現場の職員のフォロー

も必要になるのかなというふうに考えてます。 

○ぬかが和子委員 現場の職員のフォローと言って

も、ゼロ歳から２歳児の現場の保育士さん、職員

さんは、ほかの区よりも大変なのです足立区は、

なぜかというとお昼休みの休憩も取れないから、

子どもの担任制を取っているのは足立区だけだか

ら、小さな子どもたちの、担任制を取っていると

昔と違って一斉に御飯を食べるわけではないわけ

です。その子が食べたいというそのタイミングに

合わせて１人ずつやるから、だからお昼の休憩が

取れないのが当たり前になっていて、そういう状

況ではほかはないということなどもある中で、現

場の、ただでさえほかよりも忙しい足立の保育士

さんたちに負担を掛けるような在り方は絶対にし

ない方がいいというふうに思うのです。だから、

余計正規化が必要だろうと思ってるのです。 

  会計年度の方々が特にこの前、文教委員会で委

員会条例が通りましたけれども、その事業者に求

めることということで、連絡帳や様々な足立で言

うと、公立で言うと、ＣｏＤＭＯＮ（コドモン）

だったり、日誌だったり、子ども計画だったり、

普段預けている子どもと同じように、いろいろな

書類をそろえなきゃいけない。それ毎日替わるの

です、子どもは、それが通常の保育と違うところ、

それは誰がやりますか。 

○保育・入園課長 記録を付けたり、一人一人のお

預かりしたお子さんの次の保育につなげていくた

めの記録については、採用した会計年度職員の方

にやっていただきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 そういう点では本当に荷が重過

ぎて、何かあったときに会計年度任用職員といえ

ど区の職員ではありますが、どう本当に責任を取

れるのかという点では何かないようにしなければ

いけないので、しっかりと体制の整備を本当に一

番にしていただきたいというふうに思います。 

  この報告の資料の中で、運営費、主な加算等々

という中で、障がい児又は要支援家庭の加算とい

うのが記載でありますけれども、国の要綱でいき

ますと、配慮を要する子どもというのは、独り親

世帯、生活保護世帯、子どもが障がいを有する世

帯、それから多胎児等ということで、その子ども

や保護者が円滑にこの制度を利用できるように配

慮を行うというふうになっているのですけれども、

そうすると、どういうふうに入園の配慮をするの

か、どう考えているのかお伺いします。 

○保育・入園課長 今、公立については、より多く

の方に使っていただくために抽せんのシステムを

導入しようとしています。そういった方で、今、

ぬかが委員がおっしゃってくださった方について

は、申込みの中にそういった配慮の必要な方がい

れば優先的に利用できるように調整は取らせてい

ただこうと思っています。 

○子ども家庭部長 若干の補足ですけれども、当然

２名、公立保育園でやりますので、いわゆる配慮

のお子さんの度合いにもよりますけれども、本当

に２名でできない場合は、当然優先枠を１名使っ

て残りの一般枠というか、残りの１名を使わない

でやるというような運用になってくるのかなとい

うふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 そうなのですよね。だって多胎

児と書いてあるのに１名の優先枠だったら、多胎

児は誰でも通園は利用できないということになっ

てしまうという課題もあるのだけれども、その中

で親が困難を要する方はそれで預かればいいとい

うことだとは思うのだけれども、子どもに支援児

のような今の配慮を要する中に入っているお子さ

んがいても、それは１人で、それで１人の会計年

度の職員さんで２人を見なきゃいけないというの

は、非常にこれは困難が伴う。しかも、その支援

を要する人が半分いる可能性があるわけです、支

援の種類は違っても。その辺、現場からも声が出

てるのではないかと心配の声が出てるのではない
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かと思うのですが、どうですか。 

○保育・入園課長 確かに心配のお声はいただいて

いるところです。ですので、ゼロ歳児につきまし

ては、本来だったら１対３のところなのですが、

公立については１対２でやらせていただき、ただ、

やらせていただいた後、いろいろな現場の声をす

くい上げながら、私どもの方も運用面で極力負担

を軽減するようなやり方に取り組んでいきたいと

思っております。 

○ぬかが和子委員 現場の声を受けてということだ

けれども、現場の声では、そういう子も含んでい

る中で１人で２人の保育というのは、なかなか大

変、困難。だって支援児は普通は会計年度さんが

また付くわけですから、そういう中で、そういう

本当に安心して子ども、それから親も、それから

保育士も保育できるような体制の整備というのが

必要だというふうに思います。 

  それから、私すごく気になってるのは、前に子

ども家庭部長も答弁していた、預けた途端にワア

ワア泣いて、それで結局保育にもならない、そう

いう状況がある中で、保護者が一緒に慣れるまで

は付いて入ってもらっていいと、そうすると、一

方で一時預かりは保護者はなし、それからもちろ

ん同じゼロ歳、１歳児、特にゼロ歳といったって、

もう後半みんな１歳過ぎてるから一番親が恋しい、

そういうときに、この子のお母さんだけはいつも

いる、だけれども自分ちの親はいない、そういう

状況をつくるというのはどうなのかと、その辺に

ついてどうお考えですか。 

○保育・入園課長 私もそこは懸念ではあります。

やはり自分の親と離れたくなくて、保育施設にせ

っかくいたのに、お友達には何でお父さんお母さ

んがいるのだというようなことが起こることは、

確かに、私、個人的には想定してます。 

  ただ、こども誰でも通園制度の制度上とか内容

の決め上、親子の通園をどうしても泣いてしまう

子には、それが全体の保育室でもしほかの子に影

響が出てしまうということであれば、例えば慣れ

るまで場所を移していただくとか、その辺は現場

と相談させていただくことになると思いますが、

私も保育の専門家ではないので、その辺現場の先

生に御意見をいただきながら考えていきたいと思

います。 

○ぬかが和子委員 何よりも子どもにとってプラス

になるような、また現場にとってもプラスになる

ような在り方を考えると、職員の配置と、それか

ら保育の環境、今後に向けてよりよい本当に専用

室で、これなら誰でも通園ができる、そういうも

のをつくって、それで取り組んでいってほしいと

思います。 

  最後になるかと思いますが、ホームページを見

ますと、今、認定申請の受付の最中で、１６日で

すから今日締切りということになっていて、それ

から認定をされた方が新規の申請受付が２６日か

ら４月８日までということで出ているのですけれ

ども、今、認定の申請受付状況はどんな状況でし

ょうか。 

○保育・入園課長 昨日の状態ですが、合計で３０

９名の方に御申請をいただいている状況でござい

ます。 

○ぬかが和子委員 分かる範囲で内訳２歳児が多い

のか、その辺だけでも教えていただきたいのです

が。 

○保育・入園課長 全ての年次の内訳、分かってご

ざいます。まず、ゼロ歳児９９名、１歳児１０８

名、２歳児１０２名、合計３０９名の申請人数を

いただいているところです。 

○ぬかが和子委員 そうすると、２歳児が意外と少

ないということは、あれですよね、区のやつはこ

ういう形でやっているということではなくて、全

体ではないですよね、これは。つまり確か直接契

約で幼稚園とか、ほかのところはやるという関係

でしたっけ。 

○保育・入園課長 今、申しました３０９名につい
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ては、就学前、全施設です。一旦申請していただ

いて認定をさせていただくので、一旦私どもの方

で全体の人数を把握いたします。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、これから区立園

の申請や、これで認定を受けた方々が幼稚園だっ

たり、ほかの施設に申請していくということでス

タートになっていくと思うのですけれども、やは

り最初の混乱ということがあるので、今年につい

ては５月から開始ということだけれども、４月が

現場が混乱してるのはいつも変わらないこと、あ

と３月が本当に大変なのも変わらないことなので、

今年のを基本としながら、５月から開始、２月ま

でというようなスパンで、そして利用者の方々の、

これから始まっていくと思うので声も十分に反映

して制度の改善設計をお願いしたいと思います。 

  終わります。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○いいくら昭二委員 私の方からは、子育て家庭訪

問事業について、二、三質問させてください。 

  昨年の１０月からスタートして６か月間たった

のですけれども、これは肝煎りで本格的には新年

度からということになってくると思うのですけれ

ども、半年間でのまずやった成果等についてお伺

いいたします。 

○子ども政策課長 １０月から始まりました子育て

家庭訪問事業につきまして、始めた当初について

は登録者数が大体３８％程度から、４，３００人

中１，６４７人という、そういった数値から始ま

りました。現在では、子どもたちの数若干増えて

４，４００人になっているのですけれども、登録

者数が２，４０７名になっておりまして、大体５

５％程度、だから３８％から５５％に増えている、

そういった状況でございます。 

○いいくら昭二委員 前回の委員会でも質問させて

いただきまして、やはり漏れがないようにという

ことで、特にほかの所管と連携というか、３・４

か月健診等と、あのときの答弁は９５％から９

６％ぐらいの連携をしてるということで、生かし

たらどうだという提案をさせていただいたのです

けれども、１か月間でそのような形では区は何か

やったのですか。 

○子ども政策課長 前回の委員会でそういったお話

を伺いまして、衛生部と連携を取りまして、３・

４か月健診の際に、この事業を案内するというふ

うなことを行動しております。 

  ただ、５つの保健所等ございますが、そのうち

の東和と千住につきましては広さの問題であると

か移転の問題、そういったものがあるので実施し

ておりません。 

  内容としましては、３・４か月健診にいらっし

ゃるお母さん方一人一人にチラシをお渡しして、

登録してくださいというふうなＰＲをしていると

いう状況でございます。 

○いいくら昭二委員 あれ、今、東和と千住はとい

うことで何かあれなのですけれども、何か理由が

あるのですか、できない理由が。 

○衛生部長 多分東和は、今、プレハブで東部保健

センターとして、以前の東和保健センターから、

今、プレハブの東部保健センターに移っており、

大変狭い環境の中でやっていること、千住は今週

末に新しい仮移転の庁舎に移りますので、その影

響だと思います。 

○いいくら昭二委員 是非横串を刺したような形で

連携して、大切なことだと思いますので連携して

いっていただきたいと思うのですけれども、半年

間やってきて様々、今後は本格実施に当たって、

今後手に負えないというのですか、リスク等々の

部分が見えてくる子どもさんも出てくるのかなあ

なんていう、私、その場合は区はどのような形で

対応していくのでしょうか。 

○子ども政策課長 現時点において、ハイリスクな

お子さんで、例えば、こども家庭相談課に引き継

いだという案件はございませんが、出てきた場合

につきましては、こちらの方で聞き取りの内容を
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こども家庭相談課と連携して対応をしてまいると、

そういった内容になります。 

○いいくら昭二委員 あと、当初の説明で人員は訪

問員は７０名ぐらいでという話、今、現状は何名

ぐらいで動いているのですか。 

○子ども政策課長 先々月あたり７０名というふう

な回答をさせていただきました。現在は約１００

名ということで、採用人数を増やしている状況で

ございます。 

○いいくら昭二委員 それは７０名から１００名に

した理由というのは様々な課題等々あると思うの

ですけれども、区としてはこの１００名という部

分というのは、新年度以降においても例えば様々

先ほどリスクの話も出たのですけれども、この幅

というのは柔軟に考えていくのでしょうか。 

○子ども政策課長 いいくら委員おっしゃるとおり、

現時点で申込み者数、あと訪問数等を考えますと、

満足している状況ではございません。数値を少し

でも上げるために、そういう体制を強化した上で

今後の事業を実施してまいりたいというふうに思

っております。 

○いいくら昭二委員 最後なのですけれども、是非、

将来の足立区を担うようなお子さんになりますの

で、きめ細かな対応ということを、人が必要な場

合には是非ともしっかりと、これは新年度部分に

おいても果敢な捉えをしていっていただきたいと、

これは要望しておきますので、よろしくお願いし

ます。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○富田けんたろう委員 私からも全家庭訪問につい

て質問をいたします。 

  まず、今、訪問員の方、ちょうど今のお話だと、

７０名から１００名に増えているということで実

際に申請されている御家庭の数も増えてるという

ことはすごく望ましい状況かなとは思いますが、

私、この前の本会議で少し質問をしました。今、

現状、絵本が郵送になっているというところで、

区の方からいただいた答弁を、今、確認をしたと

ころ、最大８世帯分、約３キログラムの本を持ち

歩きながらの訪問は、破損とか紛失のリスクがあ

るよねという答弁だったのですけれども、今は実

際何世帯、皆さん平均で回ってらっしゃるのでし

ょうか。 

○子ども政策課長 平均でといいますと、資料がご

ざいませんが、働く方によって２時間だけ働く場

合もありますし、丸１日働くといったところもあ

ります。ですので、申し訳ありません、平均につ

いてはお答えできない状況になっています。 

○富田けんたろう委員 何でしょう、それこそ時間

に遅れてきたとか、そういうことが今年度あった

中で、区の方が平均の数字も分からないのだと、

事業者に今ほぼ丸投げ、ただ、一部は多分区の直

営でやっているかと思いますが、何かそのあたり

の数字がすぐ出てこないというのは不安だなと、

今、思ったのですけれども、どうなんでしょう。 

○子ども政策課長 区の直営につきましては、大体

１日で６件程度というふうに回っているところで

ございます。 

  ただ、会計年度任用職員なのですけれども、回

るだけの訪問ではなくて周知、そういったところ

も職務として入っておりますので、件数自体は少

なくなってございます。 

○富田けんたろう委員 あと、その後、破損、紛失

のリスクがあるよと、その後不在時の持ち帰りの

手間や負担もありますという答弁だったのですけ

れども、実際予約をして行っているわけなので、

不在時というのはそもそも発生してるのでしょう

か。 

○子ども政策課長 予約をいただいている中で不在

というのは、大体全体の１％あるかないかといっ

たところになっています。具体に言いますと、今

回については、２月にいうと１２件の不在という

のがございました。 

○富田けんたろう委員 分かりました。１％未満と
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いうことで、かなり少ない割合かなとは思いまし

た。いずれにしても、いかに効率よく回っていく

かというところについては、また事業者とも是非

ここは引き続き議論を重ねてほしいなと思います。 

  あと、プロポーザルだったということで、今回

その事業者さん、区としてすごくいいなと思った

点というのが、要は傾聴により対象世帯に寄り添

う提案をしたからだというふうな答弁、今回、傾

聴によりという答弁が２回あったのです。そうい

った中で、今ハイリスクの御家庭は今のところは

ないということですけれども、実際傾聴して、そ

の結果というのが区の方にきちんと報告はされて

るのでしょうか。 

○子ども政策課長 傾聴をして区の方には連絡、報

告というのは必ずあります。リスクが高そうなと

ころについては、その都度連絡をいただいて、そ

うでない方については次の連絡という形になって

おります。 

○子ども家庭部長 １点だけ、今回の事業者が区と

してよかったというような御質問だったのですけ

れども、区としてよかったわけではなくて、私も

その場にいましたけれども、郵送の話を聞いたと

きは、エッというふうに、こういう質問があると

想定してましたので、我々も郵送していくような

想定をしてたのですけれども、その全体の提案が

委員会なので委員の方々がそれをよしとしたので、

我々としてはそれを嫌と言うわけにはいかなかっ

たというのが実情でございます。 

○富田けんたろう委員 なるほど、そうですよね、

すみません。 

  なので、ただ、実際に私も子育て訪問事業を受

けたよという御家庭の方から話を聞きましたけれ

ども、実際は玄関先で本当に挨拶程度で終わった

という声も実際あったりする中で、本当にきちん

と傾聴というのが機能してる、働いてるのかなと

いうのはちょっと疑問に思ったりするのです。な

ので、このあたりは丁寧に事業者とヒアリングを

して、また委員会にも是非教えていただきたいと

思いますけれども、どうでしょうか。 

○子ども政策課長 事業者と月１回必ず連絡連絡会

を開いております。そういった中で、富田委員お

っしゃるような案件もお話を伺いました。したが

いまして、区としては傾聴に力を入れるというふ

うなことで採択をしているような状況ですので、

そこについては、引き続き事業者に傾聴の力とい

うのを忘れないように申入れをしていきたいとい

うふうに思っております。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○土屋のりこ委員 請願の中では切れ目のない支援

をということでありますが、こども誰でも通園制

度、４月から、５月から開始していくという一方

で、一時預かり、心配、どうなっていくのだろう

なということで不安を感じているところですけれ

ども、予算委員会の中でも他会派の委員から、希

望が殺到するところと、時間帯と、空きがあると

ころということで課題があるというふうなことが

指摘されていましたが、真に必要とする人を優先

するというようなことを考えておられるというこ

となのでしたか。 

○保育・入園課長 一時保育については、真に必要

な方に使っていただくと思ってます。 

○子ども家庭部長 誰でも通園の子育てサービス委

員会というのがございまして、そこで真に必要な

方の議論がありまして、一時保育につきましても、

どういう方が本当に必要なのかという議論があっ

た中で、今は一時保育につきまして、そういう優

先順位とか付けてないのです。それを今後いろい

ろな無償化の話もありましたので、そういうよう

なことも検討しないといけないなという意味で、

そのような答弁をさせていただいたところです。 

○土屋のりこ委員 真に必要とする人の定義、どう

いった人が真に必要とするということで区は考え

ておられるのでしょうか。 

○子ども政策課長 子育てサービス委員会の中では、
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子育ての当事者の方から、利用したいときになか

なか予約が取れなかったということもありますと、

そういった中で、こども誰でも通園制度の無料と、

あわせて一時預かり等が無償になってしまう場合

には使えなくなることになりますので、そういっ

た意味から、ごめんなさい、失礼しました。真に

必要な方というのは、例えば多胎児であるとか、

あと障がいをお持ちであるとか、独り親家庭、そ

ういった方になっております。 

○土屋のりこ委員 多胎、障がい、独り親というこ

とで、就労ということは真に必要というふうには

認められないということですか。 

○保育・入園課長 基本的に就労してる方は、保育

園にお預けになっている方なのかなというふうに

想定はしてます。 

○土屋のりこ委員 事前にもやり取りしましたけれ

ども、例えば、うちとかだと保育園ではなく幼稚

園、普段は幼稚園でいいということでうちの子は

幼稚園に行かせてるのですけれども、今日とか卒

園式が昨日あって振替休日でお休みですというこ

とで、では、どうしよう、子ども・子育て支援対

策調査特別委員会だから子どもを連れてきていい

かなとかいってお話もしたのですけれども、それ

はよろしくないというふうな話の中で、ただ、区

立園の一時預かりは今日は対象ではないというこ

とで、いろいろ調べた中で結局以前通っていた保

育園で空きがあったので受け入れてくださるとい

うことなのですけれども、そこは１日それで行く

ので、今日１日だけで８，０００円とか掛かっち

ゃうのです。ところが誰でも通園の方は無料でと

いうことで、子どもを仕事の場に連れていけるよ

うな職場であればいいのでしょうけれども、この

横で「あー、うー」とか言うかもしれないのです

けれども、それは議会としてはできないというこ

とだったので預けましたが、８，０００円を払っ

て預けると、仕事のために預けるということは、

真に必要とする人ではないというふうな区の見解

ということでしょうか。 

○子ども家庭部長 これは難しい問題で、一時保育

の方は保護者のリフレッシュであるとか通院とい

う目的がありますので、その観点を例えば卒業式

とか、入園式とか、議会もそうですけれどもスポ

ットの仕事のところで認めるかどうかというのは、

これは一概にそれが真に必要なのかとかというの

はなかなか議論のあるところなので、そちらは

我々の方で検討したいと思いますが、先ほど答弁

させていただいたのは、もう明らかに真に必要だ

ということでサービス委員会であったのは、例え

ば病院に通院するときであるとか、多胎児である

とか、独り親というような話がございました。 

○土屋のりこ委員 連れてきていいということであ

れば連れていきたいと思うのですけれども、そう

いった就労ということは置いておいたとしても、

例えば、では、うちが保育園に預けると言えば、

その保育園に本当にもっと必要として入りたかっ

た方は、お一方入れなかったということになるわ

けで、可能であれば、余裕がある、ゆとりがある

方は幼稚園を利用して、本当に保育園でないと就

労を継続できないという方は保育園を利用してと

いうふうに、これからそれぞれ幼稚園のよさ、保

育園のよさというところで、また、親御さんの就

労形態によってもすみ分けが進んでいく中で、例

えばどうしても仕事、この日は休めないのだけれ

ども重なってしまったというふうなケースも増え

てくるかもしれませんので、そういったこともあ

ったということで是非検討いただきたいし、１年

後のことを言えば、もし私が子ども・子育て支援

対策調査特別委員会を継続すれば１年後の今日も

同じようなことになるのです。保育園の卒園式の

翌日で休園で、公立保育園には一時預かりできな

いということで、ではどうしようかなと今から 1

年後のことを考えているのですけれども、そうい

ったあたりも保育園と幼稚園のそれぞれを利用さ

れてる方の声を是非聞いていただいて検討いただ
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きたいということと、真に必要とするというふう

に区が認めておられるようなところについては、

一時預かりの利用料についても、こども誰でも通

園みたいな無料にするとか、そういった真に必要

とする人については無料化していくと、補助をす

るとか、そういったことも検討が必要ではないか

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 一時保育の無償化につきまして

は、私どもも今回誰でも通園制度を導入するに当

たって検討いたしました。他自治体の情報を参考

にさせていただいたのですが、やはり無償化した

自治体では本当に使いたい人が使えなくて殺到し

てしまってということもあったので、それでこう

いったことも踏まえて少し減免にできるのか、そ

ういったことを来年度引き続き検討してまいりた

いと思います。 

○土屋のりこ委員 今、本当に利用したい人が利用

できなくなるとおっしゃいましたけれども、真に

必要とする人について無料化するのだということ

なので、そういうことにはならないのではないか

と思うのですけれども、それぞれ一時預かりは誰

でもオーケーというところから少し濃淡を付けて

いくという中にあって、無償化についても段階を

追って真に必要な人についてはまず始めるという

こととか様々なことがあるかと思いますので、相

対としては無償化の方向という大きな流れはある

と思いますので、そういったところで真に必要な

人についての利用料減免、無償化ということも是

非検討いただきたいと求めて、質疑を終わります。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○岡安たかし委員 今の質疑の中で答弁の中での思

ったのですけれども、他自治体で一時保育を無料

にしたら殺到したと。殺到するというのは、すご

いことだな。足立区で同じような状況が起こるの

かどうか分からないのですけれども、１回アンケ

ートを取った方がいいのではないかなと思うので

す。もし、無償化したら一時保育を利用したいか

どうか。かなりの人数が本当に要るのであれば、

それに応えるべく、さっきの別の項目で質問した

ときの子ども家庭部長の答弁ではないですけれど

も、こういう策を考えていくということを考えて、

そういう方たちのニーズに応えていく必要がある

と思うのです。一時保育無料にするというだけで、

それだけみんなが利用したいという、それだけの

ものが本当にあるのかなというのは不思議な感じ

なのです。なので、しっかりアンケートを取って

ニーズを調べて、本当にそうであれば繰り返しに

なりますけれども、それに応えるような、そうい

う策をしっかり練っていく、こういう必要あると

思うのですけれども、いかがですか。 

○保育・入園課長 提案ありがとうございます。ア

ンケートの取り方もあれですが、やはりニーズの

調査は必要かと思いますので、どういった形で取

っていくかも含めて考えていきたいと思います。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○佐藤あい委員 皆さんの意見等を伺っていて、質

問をさせていただきたいなと思います。 

  特に幼稚園よりも保育園というような流れがど

うしても無償化という影響も大きくあるかなと感

じております。特に私の周りでも、第１子、第２

子は幼稚園に入れていたけれども、第３子という

ところでは保育園でというような流れも多々いる

というのが現状かなと思います。幼稚園のよさと

いうのも幼稚園に預けていたことがある保護者は

感じてはいるものの、やはり無償化というところ

で流れていっているのかなというふうには感じて

おりますので、そこの幼稚園も選んでいただける

ようなものだったりとか、あとは幼稚園の支援と

いうところは今後考えていかれるというところで

しょうか。 

○幼稚園・地域保育課長 幼稚園に関しましても今

年度から預かり保育に関しまして上限額を拡大し

ている部分がございます。また、園によって月の

教育費が違ってきますので、今、大半の保護者の



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １８  

 

方に自己負担が発生しておりますので、来年度か

ら１か月３万３，０００円だった保育料の補助を

３万５，０００円に拡充する予定でおります。 

○子ども家庭部長 あえてもう１つ言うなら、幼稚

園の皆様にこども園化、いわゆるゼロ歳、１歳、

２歳を受け入れていただきたいと。その支援は当

然やっていきますし、ただ、なかなか幼稚園の立

場もありますので、ただ、今現在進めている事情

もありますので、随時そういう希望がある園につ

きましては我々も支援していきたいというふうに

考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。幼稚園側

がこども園化というところに踏み出していただけ

るかというところは、すごく重要だと思います。

幼稚園に関しては、保育園よりも決まったものを

そろえなきゃいけないものというのが多々あるか

なと思います。そちらも例えば制服であったりと

か、入園に関わるようなもので教材費等あると思

いますけれども、そちらの補助、今、現状どのよ

うになってますでしょうか。 

○幼稚園・地域保育課長 入園料といたしまして、

１０万円を入園の際にお支払しております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。そちらで、

区内の幼稚園の入園に係る準備というのは、全て

賄えているという認識なのでしょうか。 

○幼稚園・地域保育課長 東京２３区比較しまして

も１０万円というのは非常に高額な金額になって

おりますので、賄えていると考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。今、物価

高騰という中で、他自治体と比べると１０万円と

いうのが大きい数字だというお話ではありました

が、実際保護者の方のお声からは、保育園入れな

くて幼稚園を選んだのだけれども、幼稚園に入園

に掛かる費用で負担が苦しいというお声は実際い

ただいております。園によっても差はある部分だ

とは思いますけれども、是非そちら実態を調査を

いただいて、乖離があるようでしたら、そちらも

また検討の余地があるかと思いますが、いかがで

しょうか。 

○子ども家庭部長 ちょうど、今、幼稚園の一覧が

あるのですけれども、入園料が１４万円の幼稚園

もありますし、１０万円のところもあります、１

２万円のところもありますので、あくまで私立の

ものですので、どこまで支援するのかというとこ

ろの判断だと思います。その上で足立区におきま

しては１０万円という、ほかの区よりもかなり多

いところを支援しておりますので、引き続き、こ

の額をどうするのかとか、それ以外の部分の支援

もありますので検討させていただきたいと思いま

す。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。やはり特

に保育園に入れなくて幼稚園を選んでいるという

御家庭があるという、最初から幼稚園に入れたい

のだということであれば別だと思うのですが、保

育園に入ることができなくて幼稚園を選択せざる

を得なかったという家庭がいるということも踏ま

えた上で、是非検討を進めていただければと思い

ます。 

  要望です。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○土屋のりこ委員 今の聞いちゃうと違和感があっ

たら、すみません。今の佐藤委員からの質問で、

入園料、幼稚園の支援があるのかということで入

園料を補助しているとありましたけれども、入園

料というのは全額幼稚園が取るものということで

すよね。それ加えて自己負担はやっぱりあって、

制服、体操服、スモックということで、入園料全

額は１０万円なり十何万円というのは幼稚園が全

部取る。で、家庭では、制服、体操服、スモック、

何とかかんとか粘土だ、色鉛筆だ、全部そろえて

なきゃいけないということで、やっぱりプラスア

ルファ１０万円という自己負担はあるのです。こ

ういったことは認識されてるのでしょうか。 

○幼稚園・地域保育課長 失礼しました。少し制服
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代とか体操服が掛かるというような認識をしてお

ります。また、教材費に関しましては、毎月の分

に関しましては先ほどの３万３，０００円から３

万５，０００円に増額した分に、もし、保育料で

余った場合には教材費に充てることも可能となっ

ております。 

○土屋のりこ委員 やっぱり一定というか、徐々に

徐々に幼稚園に対しての支援補助を拡大されてき

ているというところは評価するところではありま

すけれども、保育園を諦めて幼稚園に入った場合

に、遠足代だったりも大きなバスを借りて行った

りするということで結構１万円前後とか掛かった

りとか、あとそういった制服、体操服、スモック、

粘土、マジック何とかかんとかということが、み

んな一律で同じようにそろえなきゃいけないとい

うふうなことであったりとかもあるので、そうい

ったところの負担感ということも、きめ細やかに

見ていっていただきたいということも要望して終

わります。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○ただ太郎委員 今いろいろ聞いてまして、もうこ

のメンバーでの委員会もそう回数ないのですけれ

ども、保育園か幼稚園かというところもそうです

し、保護者が負担するお金のお話というところが

非常に大きなウエートを占めている委員会なのだ

なというふうにずっと聞いてたのですけれども、

本来一番考えなくてはいけないのは、お子さんの

ために何ができるかというところなのか、それと

も足立区役所は子どものためにどうしたいという

ことよりも、保護者の負担を軽減することをメイ

ンとして考えることが子育て支援が優れている自

治体であるという考え方なのか、そのあたりのバ

ランスというのが、私、非常に必要だと思ってる

のです。預けるところがない、ただ、親御さんだ

ってお子さんと一緒にいたくないわけではないの

です。本来であれば、自分の近くで一緒におうち

で、そして平日もお散歩したり一緒の時間を過ご

したいのです。だけれども、仕事の都合上を預け

ざるを得ない。でも、入ることができなかった、

どうしようとお困りの御家庭があるだとか、分か

ります。であれば、負担軽減だったり、人員を増

やしたりというのもそうなのですけれども、それ

と同時に産業経済部ともしっかりと連携をして、

子育ての育休をしっかりと取った場合にはこうし

ましょうだとか、実際の施設に対しての給付だと

か保護者に対しての補助金だけではなくて、働い

ている方たちはどういう働き方をしているのか、

そしてどういうニーズがあって、どうすれば子育

てを、子育てすることも人生の１つですから、一

緒にいることも子どものためだし、親のためとい

うか家族の人生なわけです。それをいっぱいたく

さんの時間預けられるから、いい自治体なのです

から足立区は、これは子どものためなのですか。

だから、もちろん今の議論も必要なのだけれども、

もっと一歩踏み込んで、働き方のところでも足立

区は子育て支援もしてるのだというところを連携

してやっていくべきだと思うのですけれども、そ

のあたりの理念的なところを足立区の考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

○子ども家庭部長 いろいろな考えがあって、私も

幼稚園に行くまでは家庭でしっかり保護者と一緒

に子どもがいるというのはかなり重要なのかと思

ってます。思ってますが、一方で働きたい、働か

ざるを得ない方もいるというのは現実ですので、

その両方を支援する方策を、今、足立区として考

えているところでございます。幼稚園も重要です

し保育園の数も当然増やさないといけないし、あ

とは幼稚園も待機児解消に非常に貢献していただ

いてるというのは十分承知しておりますので、そ

のバランスを取りながら、子ども支援だけではな

くて保護者支援も含めてバランスを取っていく、

抽象的なってしまいますが、そういう理念は持っ

ておりますので、それをどう具現化していくのか

を見ていただきたいと考えております。 
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○ただ太郎委員 それぞれだけで考えると、なかな

か周りが見えなくなってきてしまうと思うので、

是非そういったもの全体を俯瞰して、是非足立区

としての真の子育て支援とはどういうものなのか

というところを軸をしっかり持って進めていって

いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いします。 

○いいくら昭二委員 我が会派といたしましても

様々な議論がありました。しっかりと議論を深め

ていきながら進めていきたいと思っておりますの

で、今回も継続ということでお願いします。 

○くじらい実委員 新たな制度を求める請願という

ことですので、これから、こども誰でも通園制度

が始まりますし、今、報告ありました子育て訪問

事業も、今、動いてる中で、これからしっかり、

特に誰でも通園制度は動き出してからも見ていか

なきゃいけない部分もあるかなと思いますので、

継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 今日の質疑の後半で話が出てい

た一時保育についてなのですけれども、その審議

会の議論を基に、真に必要な人が預けられなくな

るから有料にしたのだと、ほかは全部無料だけれ

ども、有料を１時間５００円を継続したのだとい

うのはこの間ずっと区は言ってきているのだけれ

ども、今日の質疑の中でも明らかになったのは、

真に必要な人というのは、お金が払える人なので

す。預けられなくなるから５００円取るのだ、で

は、お金を払える人は預けられるわけです。それ

が本当に真に必要な人なのかどうなのかというの

は全く違っていて、お金は、だって１年間預けた

って、それから誰でも通園で月１０時間預けたっ

て無料なのに、一時保育だけが１時間５００円と

いうのは本当に矛盾そのもので、それは預けたい

のにパイがないという問題であれば、そのパイ、

キャパの方を増やすということで、本当に普段親

とお子さんとワンオペのように育児をしている人

たちが少しでもリフレッシュできる場というのも、

それはお金を有料かどうかという問題ではなくて、

ちゃんと整備をしていただきたいというのも思い

ました。この請願については採択を求めたいと思

います。 

○富田けんたろう委員 継続でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 少子化対策に成功したフランス

などでは、家庭への支援を行うというところを重

点化したとかいうこともありますし、そういった

諸外国の成功事例も学びながら、妊娠期から子育

て期にわたり、ニーズに対応するためのワンスト

ップ拠点というのはやはり整備が必要かと思いま

すので、この請願に関しては採択を求めます。 

○太田せいいち委員長 これより採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定いたしました。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  ①から④、以上４件をあだち未来創造室長から、

⑦、⑧、以上２件を子ども家庭部長から報告をお

願いいたします。 

○あだち未来創造室長 恐れ入ります、政策経営部

資料の２ページをお開きください。 

  本日４件ございます。 

  まず、子ども・若者計画の策定に伴うパブリッ

クコメントの実施結果等、寄せられた御意見と区

の考え方についてでございます。 
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  パブリックコメントにつきましては、２月２６

日まで行いまして、意見の結果としては３件、２

名の方から御意見をいただいたところでございま

す。 

  項番２です。意見の構成としては、学習環境、

若者支援、意識啓発、それぞれ１件ずつとなって

ございます。本日委員会で御報告の終了後、区の

ホームページでも、こちらの内容を公表したいと

考えてございます。 

  ３ページをおめくりください。 

  今の内訳ですけれども一覧で掲載しております。

内容は記載のとおりですけれども、３件とも計画

の内容というよりは、これまでの取組、今後の取

組を更に充実してほしいという御意見をいただい

ております。こちらの内容で公表の上、計画の決

定を進めてまいります。 

  ４ページ目をお開きください。 

  次に、児童・生徒が自由に意見ができる環境整

備ということで、今年の４月、来月から、「子ど

も版の区民の声」を開始いたします。４月２２日

開始で、対象としては小・中学校の児童・生徒と

いうことになってございます。 

  受付方法、回答方法については、今、児童一人

一人タブレットを持っておりますので、そこから

も「きかせて！みんなのこえ」というロゴマーク

をタップしていただくと、大人と同じように区民

の声のように意見を言えるという仕組みを構築し

てまいります。 

  ４番、目的ですけれども、改めてですけれども、

この仕組みをきっかけに児童・生徒が自分の意見

を伝える仕組みをつくって、またその先を築いて

行動変容が起こるような仕組みにしてまいりたい

なというふうに考えてございます。 

  今後の方針ですが、５ページの７の（２）です。

初めての取組でありますので、ちょっとやってみ

て、何かあれば、また改善しながら取り組んでま

いりたいなというふうに考えてございます。 

  ６ページをお開きください。 

  令和８年度の高校生世代居場所型学習支援事業

の拡充（案）についてでございます。 

  先日、予算委員会でも御議論いただきましたけ

れども、現在行っております綾瀬校、梅島校に加

えて、谷在家校を新設いたします。また、梅島校、

現在３０名ですけれども、５名に増員して３５名

の体制といたします。こちらの施設は、高校中退、

退学者の卒業認定制度の試験の対策ですとか、授

業についての相談を今後もこの施設で受けてまい

りたいというふうに考えてございます。 

  項番２です。至った背景なのですけれども、今、

行ってます梅島と綾瀬が、今、２つで定員になっ

てございます。年々増えておりまして、もう１校

必要だという結論に達しました。また、都立高校

の先生ですとか、アダチ若者会議でも居場所が更

に必要だという意見を踏まえて、今回１か所増設

するものでございます。 

  今後の予定ですが、来年度から３拠点になりま

すけれども、更に必要かどうかは、その状況も踏

まえながら検討してまいります。 

  続きまして、７ページ目でございます。 

  モギ社会人１年目の実績の報告でございます。 

  既に御報告している内容でございますので簡単

にですけれども、セブン－イレブン・ジャパンと

企画した企画ですけれども、セブン－イレブン・

ジャパンの商品を使ってアレンジレシピを考案、

また、まちなかイベントですとか、またセブン－

イレブンの商品化までつながった事業となりまし

た。 

  １つ、（４）ですけれども、結果の詳細のとこ

ろですけれども、セブン－イレブンの公式Ｘで投

稿していただいたのですが、４回で表示回数１７

０万回以上ということで、やはり区以上の爆発的

な情報発信の効果があるのだなと改めて感じたと

ころでございます。 

  最後８ページ目でございます。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２２  

 

  イベントの結果が記載されておりますけれども、

中身は詳細についてはお読みいただくとして、特

筆すべきところは中ほどのウの（ア）のところに

書いてあるのですけれども、今回比較的回答数が

若い方の回答が多かったというふうに私ども感じ

ております。やはり若い方の発信が若い方の動き

につながったのかなと思っておりますので、今後

もこういった数字を参考にしながら進めてまいり

たいなと考えてございます。 

  最後、今後の予定ですが、令和８年度もこの企

画、続けてまいります。今、詳細検討中ですので、

決まりましたら改めて御報告をさせていただきま

す。 

  以上でございます。 

○子ども家庭部長 教育委員会の資料の６ページ目

になります。 

  医療的ケア児のための居宅訪問型保育事業を始

めますというような御報告です。 

  これが、今、保育園でも医ケア児を受け入れて

いますが、集団保育が困難な未就学児において、

自宅にいわゆる支援員を派遣をする、医ケア児の

ベビーシッターみたいな形のものを来年度から始

めますという御案内です。定員は１名、来年度開

始したいと思います。 

  ７ページ目です。 

  学童保育室の入園申請も終わりましたので、今、

状況を報告させていただきます。 

  申請者数は６，２０２名と、８２名昨年度より

増えております。ただ、受入れ可能数かなり増や

しておりますので、２８０人分増えてますので、

かなり受入れ数が多くなっております。こちらの

方も待機児童におきましては、５月１日時点の待

機児になっておりますので、６月下旬ぐらいにま

とまる予定でございます。 

  項番２で、学童におきましても医療的ケア児を

受け入れますという形で、来年２名受け入れ始め

まして、また、令和９年度以降どんどん受け入れ

ていこうと考えております。 

  最後８ページです。 

  学童保育室における特別延長保育のニーズも多

いので、来年度直営学童４室におきまして延長保

育を開始いたしますという御報告です。 

  以上になります。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○くじらい実委員 私から１点だけお聞かせくださ

い。 

  政策経営部の方で、児童・生徒が自由に意見や

質問ができる環境整備についてということで、こ

うやって児童や生徒の皆さんが意見できる場をつ

くっていただけるとというのは、すごいありがた

いことかなと思っております。 

  その中で先ほどありましたけれども、学校で使

っているタブレットを使っての意見、質問という

ことだったのですけれども、当然これはタブレッ

ト以外の端末だとできないですよということでよ

ろしいですよね。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 子ども一人

一人持ってるタブレットからダイレクトにこの仕

組みの中に入っていけるというところで、利便性

を考えてそういう仕組みにしています。ただ、ホ

ームページからも入ることはできますので、その

タブレットを使わなくても、この仕組みから意見

を言うことができるというような仕組みになって

ます。 

○くじらい実委員 タブレットだけでは限定されて

しまうのかなという気持ちがあったので、ホーム

ページからも意見ができるということで、ありが

たいなと思います。 

  で、報告の中で、区民の声と同様な回答の仕方

とかとあるのですけれども、環境整備の目的のと

ころでは、社会の一員としての当事者意識と参加

意識を育むということであって、社会の一員とし

て子どもたちが関われるよということだと思うの
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ですけれども、ただ、回答方法の中で区民の声と

異なる主なポイントというのがあって、学年と学

校を記入する項目を設定するとあるのですけれど

も、これは恐らく名前までは出さなくていいよと

いう子どもたちの対応だと思うのですが、それは

いかがですか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 回答を最後

にしてほしいかどうかといったところは、回答項

目の中に入れる予定ですけれども、回答してほし

い場合については名前ですとか、あと、基本的に

は住所ですとか、メールアドレスといったような、

どういう方法で回答してほしいかといったところ

は入れていただく必要があるかなというふうに考

えていて必須項目としてます。 

  一方で、学年ですとか学校名については任意項

目としております。これは、例えば意見の質から

いって、例えば学校が分かった方が例えばどうい

うような内容かというのが特定しやすい場合とい

うのもあろうかと思いまして、こういう質問項目

をあえて付けてます。ただ、これは逆に言うと、

これを付けることによって意見をしたくないとい

う子が増えてしまうと逆に困ってしまうので、そ

こをあえて任意項目とさせていただいたというと

ころになってます。 

○くじらい実委員 当然返答が欲しい質問であれば、

ちゃんと名前まで言って返答が欲しいという方も

いるでしょうし、その辺はしっかり、誰が言って

るかというのによっても返答がしっかりできるか

どうかというところなのかなと思いますけれども、

ここは子どもたちのために、いろいろ名前を出す

かどうか、学年を出すかどうか、学校を出すかど

うかというのは、いろいろパターンをつくってい

ただいてるということでよろしいですね。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 子どもたち

が意見を言いたいときに言いやすい環境を整備す

るというのが今回の目的でございますので、極力

子どもたちが言いやすい環境を整えるというとこ

ろで、いろいろ配慮の方はしてきたつもりでござ

います。ただ、先ほど未来創造室長からありまし

たとおり、今後やっていく中で課題は出てくると

思いますので、その都度その課題については関係

所管と調整しながら、より意見を言いやすい仕組

みのところは検討していきたいというふうに考え

ております。 

○くじらい実委員 分かりました。 

  あと、質問の数なのですけれども、参考にあり

ますとおり令和７年５月にトライアルを実施とあ

って、投稿者数５８９人の質問数が１，３９９と、

これ期間どれくらい質問期間があったのかと、何

人ぐらい対象で投稿者数というのが５８９人だっ

たのかというのは分かりますか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 期間につい

ては２週間を設定させていただいて、学校につい

ては、小・中合わせて９校を対象校として指定さ

せていただきました。それぞれの９校の合計の生

徒数というのは、すみません、今、把握してない

ので後ほどお答えさせていただきたいなと思いま

すけれども、その期間で５８９人の方から御返答

いただいたというところになります。 

○くじらい実委員 人数は後ほどで結構ですけれど

も、この２週間のうちに１，３９９件の質問が来

たということですが、当然始めてから最初は大き

く質問が来てとか、１年間やってみたらと、多分

時期的な問題もあると思うのですが、恐らく投稿

数が多かった場合、当然、区民の声から担当課に

振り分けたと思うのですけれども、どれくらい回

答に時間が掛かるというのは大事かなと思って、

要は子どもたちが聞いたことに対して時間が掛か

ってから回答すると、せっかく聞いてるのに「何

か全然答えなかったね」という話になりかねない

かなと思うのですけれども、質問数の数によって

結構回答時間が掛かってきそうな気がするのです

が、それはいかがですか。 

○区民の声相談課長 それについては、大人の区民
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の声と同じように考えていまして、あんまり時間

が掛かってしまってはやはり参加意欲というとこ

ろも薄まってしまうと。時間が掛かりそうな場合

は個別に連絡を差し上げて、少し回答まで時間が

掛かりますとか、あと、今の状況はこうですとい

うふうにお伝えをしたりして、なるべく時間が掛

かってしまって、「ああ、何だ」というふうに思

わないようにさせていただきたいと思っておりま

す。 

  その上で２週間以内という回答の目標を定めて

いますので、それをなるべく厳守できるようにや

っていきたいと思います。 

○くじらい実委員 最後にしますけれども、例えば

１，３９９件、ワッと増えた場合に、区民の声と

しては対応２週間で問題なく回答できるという数

字ですか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 現段階では、

どの程度の意見が来るかというのはまだ分からな

いので何とも言えないところではありますけれど

も、基本的には先ほど区民の声相談課長から申し

たとおり、２週間という目標を定めて万が一そこ

を越えるようであれば、こちらから御連絡をして

という形で対応はしようかなと思ってます。 

○政策経営部長 来年度は区民の声の担当を１名増

員しまして、様子を見たいというふうに考えてお

ります。 

○くじらい実委員 是非、せっかく新しい試みで子

どもたちの声を拾えるというところで取組として

はすごくいいかなと思いますので、１年やってみ

ていただいて、また課題があったら解決していた

だくようにお願いいたします。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○富田けんたろう委員 私も、今、くじらい委員の

御質問のテーマについて聞きますけれども、若者

の声をどう集めていくかという取組かと思います。

意見から声に変えたというところも私は非常によ

かったのではないかと、これからですけれども、

よかったのではないかなというふうにポジティブ

に捉えています。 

  高校生については、ただ一般の区民の声から意

見してねということで、この運用については多分、

今、現状も変わってないかと思うのですが、現状

一般の区民の声、寄せられてる声のうち、実際高

校生からの声というのはどの程度あるのか、何か

割合とか教えてください。 

○区民の声相談課長 高校生からの声というところ

で、実際のところはほとんど見当たらないという

ところ、担当者に聞くと、年間数件あるかどうか

っていうところで、内容的には学校の課題で、こ

ういうことが出たので話を聞かせてほしいとか、

そのぐらいの内容でした。 

○富田けんたろう委員 区として、恐らくそうだろ

うなと思ってましたけれども、ただ一方で区とし

ては、例えば都立高校を回って、いろいろこうい

うことあるよという多分周知はされているにもか

かわらず件数はなかなか伸びないというところに

関して、どう受け止めていらっしゃるのか、それ

からあとは意見をどうやってこれから高校生から

集めていくのか、そのあたりをもう少し教えてく

ださい。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 若者の声に

つきましては、今まで若者会議ということで、直

接意見をいただくというような取組をメインに実

施してきたというところがございます。で、今回

の子どの声を聞く仕組みの中でも若者も実際入れ

ることはできますけれども、今やってるのはテー

マ型というところなのですけれども、それは引き

続きやりながら、新しくいつでも意見を言える仕

組みということで区民の声を活用していただける

ように、各学校の、今、全生徒に連絡するような

仕組みも新しく我々も乗り入れることができるよ

うな形で、今、協力をいただけるような形に関係

性をつくってまいりましたので、そこで区民の声

から若者たちが意見を言えるというところをまず
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知ってもらうということをまず第一に進めていき

たいなというふうに考えております。 

○富田けんたろう委員 知ってもらうということは、

すごく重要だと思います。昨日私もアダチ若者会

議、お邪魔させていただきました。昨日は都市建

設部さんと一緒になって、都市計画マスタープラ

ンのたたき台つくっていく中で、若者の意見を聞

こうよと、そんな趣旨だったと思いますけれども、

やはり居場所に関する子どもたちの声というのが

複数実際ありました。特に、例えば、しゃべりな

がら一緒に勉強ができる場所とかないよねとか、

いろいろ居場所に関する話、意見があって、区内

に何かそういう場所がないから僕たち、私たちは、

例えばカラオケに行くか、それから例えばサイゼ

リヤに行くと、もうそれぐらいしか行くところは

ないのだと。実際に千住のサイゼリヤ、私もたま

に行くのですけれども、いったらもう本当に若い

子いっぱいで、もうパンパンになってるぐらい居

場所になってるのだなと思うと、現状ないのはそ

れは仕方がないと思いますけれども、これからど

うするかという話であって、一方で例えばカラオ

ケとか、そういう一部の飲食店には、今、高校生

がたくさんいるというところなので、今、例えば

うまくそういった民間の企業さんと協力をして、

例えばそういうお店に何とかＱＲコードか何かを

置いて、そこから読み取れば、区に対して直接意

見が言えるような何かそういう仕掛けを何とか連

携してできないかとか、これは私のアイデアです

けれども、思ったりもしていました、昨日若者会

議を聞いていて。例えばマクドナルドさんとは、

今、カギかけのキャンペーンをやったりして、い

ろいろ民間企業と連携をしているわけではないで

すか。何かそういう若者が、今、現状集まってい

るような場所に、そういう意見を聞けるような仕

掛けを施していくみたいな、そういった考えはど

うでしょうか。あったりするのでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 くじらい委

員おっしゃるとおり、そういった民間企業さんと

のコラボレーションということで、地域のそうい

った活力を活用していくというのは１つの考え方

かと思います。どういった方法で、我々も若者に

情報を届けるといったところが非常に難しい課題

だなというふうには考えておりますので、そうい

ったところも活用しながらやるというところは、

これから考えていきたいなというふうに考えてま

す。 

○富田けんたろう委員 あともう１つ集める手段と

して、プッシュでやんなきゃいけないよねという

ことで、ＳＮＳも大事だよねというふうには思い

ます。実際、今年の成人式が終わった後、私、東

綾瀬公園で何人か新成人にインタビューをして、

それこそ「区の公式のＳＮＳ、フォローしてます

か」と聞いたのですけれども、誰もしていないし、

そもそも知らないということでした。１人ぐらい

いるかなと思ったのですけれども、私も途中から

恥ずかしくなって、何人かでやめちゃったのです

けれども、ほとんどいらっしゃらなかったという

ことなので、うまくＳＮＳもセットで周知をして

いかなければいけないのかなと思っています。例

えばＬＩＮＥであれば、そこから意見を言っても

らえるような仕掛け、仕組みづくりも多分できる

と思いますし、是非そのあたりの工夫も、またＳ

ＮＳとの連携も是非お願いしたいのですけれども、

最後にいかがでしょうか。 

○あだち未来創造室長 これまで、くじらい委員か

ら動画のことも含めて若者へのアプローチ、今ま

でやってない方法もあるのではないかという、た

くさん御意見いただいてます。今、いただいた御

意見も含めて、ＬＩＮＥの件は機能のところにも

なるので、関係所管にも相談しながら検討してま

いります。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○岡安たかし委員 端的に何点か、まず質問の件で

すけれども、これは大事なのは返信だと思うので
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す。一件一件いただいた意見に対して、無視する

ではないですけれども、送ってるけれども、送っ

てるけれども、それが一体どういうふうになった

のか、意見を聞くだけ聞いて、何がどうなってい

るのかが分からないという状況はよくないと思う

のですが、この辺はどういうふうにしようとして

いるのでしょうか。 

○区民の声相談課長 連絡先等が今回必須となって

いまして、もちろん匿名ですと書けば匿名になる

のですけれども、連絡先等が分かるものについて

は、必ず返信をするというのが原則でやっていき

たいと考えております。 

○岡安たかし委員 是非、ウイットが効いた、なか

なか難しい質問もあると思うのですが、そこはう

まく切り返して回答、ふっと笑いが出るような、

そういう回答、またセンスが求められますけれど

も、お願いしたいなと思うのです。 

  さっきテーマでもやると言ってましたので、で

きたら同じような形で、同じところで、たまにテ

ーマを出してとかいうのもいいと思うのですけれ

ども、これは、よくよくまた御検討いただきたい

と思うのですが、先ほど来あった高校生に関して

も、私は一般の区民の声でできると言っちゃえば

それまでなのですけれども、やっぱり違うのです

よね。若者だけで利用できる、そういうものと、

何かアプリを作れないのかなと思うのですけれど

も、足立若者の声というアプリとか、そこではプ

ッシュ通知もあって、そこを開くと区からこうい

う若者向けのお知らせとか、意見が何かあったら

とか、あるいは今回２週間テーマで意見募集して

ます、こういうテーマで何か御意見をとか、アプ

リを作って、それで高校生に是非ＱＲコードを入

れてくださいといってやるという方法もあると思

うのですけれども、見解はどうでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 新たなアプ

リを作るというのはなかなかハードルが高いと思

いますので、取りあえず、どういう形であれば意

見しやすいのかというところについては、今、ア

ダチ若者会議でもいろいろな所管と一緒にテーマ

ごとにやってございますので、その中で、例えば

区に対する意見を言う場合にどういう方法であれ

ば言いやすいのかといったところも１つの切り口

として聞いていくというのは方法論としてあるの

かなと思いますので、そういったところも当事者

の声を聞きながら検討の方はしていきたいなとい

うふうに考えております。 

○岡安たかし委員 私はハードルが高いとは思わな

いのです。もちろんお金は少し掛かりますけれど

も、そこは動画だって流せますし、うまく考えて

もらいたいなと、これは要望です。 

  それと、高校生の世代の居場所なのですが、改

めてお聞きしますけれども、ここはふらっと行っ

て通えるような場所ではないと思います。居場所

を兼ねた学習支援もそうですけれども、これは通

えるまでの手続というか、どういう流れでしたか、

もう一度説明をお願いします。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 こちらは、

通っていただくまでについては高校のユースソー

シャルワーカーの、小・中学校で言うとスクール

ソーシャルワーカーと同じような職種の人が学校

にいるのですけれども、その方経由で、そういう

対象者がいるという情報をいただいて、その子と

やり取りをしながら居場所に御案内するといった

ようなやり方で対象者を連れていくという形でや

っています。 

○岡安たかし委員 そうですね。私が危惧するのは、

漏れが本当にないのかなと、子どもさんたちにも

う全員にこういう場があるよと、もちろん周知し

ていくのであれば漏れはないです、本人が読まな

きゃそれまでですけれども、一応プリントでも、

もう年に２回配ったよねとかいうことであれば、

本人がきちんと読まなかった、親が読まなかった

ということになりますけれども、今のような流れ

ですと本人からではなくて声掛けから始まるわけ
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ですから、本当に漏れないのかなと、卒業した後

にそういう場所があったら行きたかったなという

子がいないような形にしてもらいたいと思うので

すが、その辺の危惧というのは絶対ないのですか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 この事業も

始めて、今、数年たったばっかりですけれども、

数年たって利用が、今、定員が埋まってきていて

今回施設の拡充といったところにつなげておりま

すので、需要はまだまだあるというふうには考え

ています。なので、そういった必要な方が、そう

いった施設を利用できるような形で周知の方は必

要かなと思いますので、各学校と連携を取りなが

ら、必要な方にサービスが行き届くような対応は

今後もしていきたいなというふうに考えておりま

す。 

○岡安たかし委員 将来的には、不登校のお子さん

がオンラインで何か参加できるような仕組みとか、

もちろん将来的です、５年後、１０年後を目指し

て、そんなようなところも考えてもらって、みん

なでつながってるというような形で、不登校であ

っても家庭とオンラインでつながって、みんなと

一緒に食事してるとか、一緒に歌を歌ってるとか、

一緒に勉強してる、そんなことができるといいの

かなと個人的には思ってます。 

  次に、模擬社会１年生のところなのですが、こ

れはぐるぐる博と、綾瀬で始まって竹の塚、いず

れは六町とか西新井とかにも広がるのだろうなと

期待してますけれども、ぐるぐるの方は地域割な

のだろうなと思うのですが、こういう模擬社会人

とかというタイトルでやると、１つの全区的な中

での募集なのかな、集まってもらってやるという

形なのですが、さっき言った地域性のぐるぐる博

と連携してやるということもできるのではないか

なと思うのですけれども、どうでしょうか、この

辺の考え方は。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 ぐるぐる博

も、やりたいことをやってみるというような、い

ろいろな団体さんが出店してというような事業だ

と思います。 

  今回の模擬社会人１年目については、高校生、

大学生が将来の夢につながることとか、就業体験

に近いようなものができるといったところをコン

セプトに公募で集めたところになりますので、イ

ベントの趣旨が少し違うのかなといったところが

ありますので、それぞれのよしあし、いいところ

があるのかなというふうには考えてます。 

○岡安たかし委員 連携というのは、例えばそこの

綾瀬に行ったときに、模擬社会人１年目みたいの

を今度秋からこういうのやりますよとかが分かる

ような仕組みをしっかりつくってもらいたいなと

いう意味なのです。 

  綾瀬に限って言えば、私もたまにのぞくのです

けれども、結構若い人が集まってます。先ほど団

体と言いましたけれども個人もいっぱい来てます。

何やってるのかなと、ふらっと来たときに、中に

いるスタッフが、ここはこういうところですよと

説明して、気軽に来ていいのですよなんて言って、

ある大学生なんかは週に１回ぐらい来てる人とか

いるのですよという話も聞きました。そういう若

い人がどんどん集まる中で、今度若い人向けのこ

ういうことをやります、例えばモギ社会人１年目

というのを今度やりますから１年目だったらどう

ですかとか、そういうふうにして募っていくとい

うのが大事ではないかなって思うのです。やりた

いことが叶うまち足立というのを目指してるので

すから、いろいろな形でそれがかなうような、ど

この場所にいても、どの地域であっても、そうい

うのがかなうような、そういうまちにしてもらい

たいなと思っております。 

  最後にしますけれども、今後、模擬社会人１年

目みたいな新たなものというのは、今後の予定の

ところには、その辺具体的には書いてないのです

けれども、何か企画というか芽があるものという

のはあるのでしょうか。 
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○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今、イベン

トというか事業の中身については検討中というと

ころなので、また改めて委員会の中で御報告をさ

せていただきたいというふうに考えておりますが、

同じような形で、また違った切り口で事業、若者

たちが夢とか希望を見付けられるような事業にし

ていきたいなというふうには考えおります。 

○あだち未来創造室長 今の件は、子どもの貧困対

策・若年者支援課長答弁したとおりです。できれ

ばセブン－イレブンさんではない企業さんと次は

連携していきたいなと思ってますので、また改め

て御報告します。 

  先ほどの件ですけれども、子ども・若者計画、

これからの決定に向けて作業を進めてまいります

けれども、来年度に関しては、これまで以上に他

課との連携、いろいろなところのセクションとの

連携というのが必要になると思いますので、そこ

を担っていくのが子どもの貧困対策課になろうと

思います。また、そういった事業も改めて御報告

してまいりたいと思います。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 私も、児童・生徒が自由に意見、

質問等ができる環境の整備について質問します。 

  先ほど来お話聞いていても、まだ疑問が解けな

いので、回答を要は区民の声の回答のシステムで

やるということになると、ほかの方も言っていた

ように、その回答のスキルが非常に重要になって

くると、この間私も区民の声に寄せられた回答、

こういう回答だったという相談を寄せられた反応

や何かをいろいろ振り返ってみますと、すぐに動

いてくれた、すぐに返事をくれたということでの、

よかったという意見はある一方で、結局何もやっ

てくれないとか、答えてくれてるけれども要は期

待に応えられるような回答にならないケースが多

いわけです。そうすると、それをただ文章で返っ

てくると、非常に達成感どころではないと、やっ

ぱりやってくれないのねと不信感になってしまう

っていうところが、この回答方法でいくのがいい

のかなというよりも、もちろん声を出して、それ

を受け止めてくれたというところまでの達成感に

はなると思いますけれども、本当の意味で若者参

画の達成感になるというところでは、やはり重視

すべきなのは実際のそういう若者会議やワークシ

ョップやそういう体験での実際に声を真っすぐに

受け止めてくれて真剣に議論ができたとか、そう

いう体験を重視していくという、どっちがという

か、どっちもと言うかもしれないけれども、そう

いうことなのではないかなと思ってしようがない

のですが、その辺どうですか。 

○政策経営部長 区民の声の御回答につきましては、

ぬかが委員御心配もあるかと思いますけれども、

一件一件丁寧に、今、お答えをしております。も

し時間が掛かるのであれば、どうしてそれに時間

が掛かるのか、どんなことがネックになってるの

かというのも併せてお伝えすることで、その声を

寄せていただいた方に真摯に向き合うことができ

るのかなというふうに思っております。この１年、

きちんとお声を捉えて丁寧にお答えをしていきた

いと、そのように考えております。 

○あだち未来創造室長 先ほどのぬかが委員のどっ

ちもと言われちゃうのかもしれないというのはあ

る、やはりどっちもやっていきますという答弁に

はなってしまうと思いますけれども、昨日も若者

会議、まちづくり計画のやつでやらせていただき

ましたけれども、非常に意見が出て、いい会でし

た。ただ、ああいう会というのは人手も掛かりま

すし、手間も掛かって、年に何十回もできるもの

ではないので、こういった日々できるものと、あ

あいう企画的なものと並行して、どちらにも取り

組んでまいりたいというふうに考えてます。 

○ぬかが和子委員 今、言った手間も暇も掛かると

いうことがあったのだけれども、本来、あやセン

ター ぐるぐるとか、そういう居場所というのが、

それこそ若者からファシリテーターが出て若者の
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中で継承していけるような、そういう仕組みとい

うのを考えていく必要があるのではないかと。ち

なみに区民の声は、区が努力してるのは分かるけ

れども、やっぱり失望したという声は、この１年

間でも私は実際に回答も含めていただいてること

が何回もあるのです。だから、そういう失望を若

者に与えないように、本当に表現の仕方は気を付

けてほしいと思ってるのです。その上で、あやセ

ンター ぐるぐるのような場所をこれから若者が

本当に盛り上げていけるようなそういう仕組みに、

つまり、していく必要があるのではないかという

ふうに思うのです。そういう点で考えたときに、

前に申し上げた、ソウルで言うとハジャセンター

があって、本当にやりたいを職業にまで浄化させ

るような体験をさせてくれたり、若者自身が生き

生きと活動しているというのもあるし、それから

一方で少年団体連合会の所属してるジュニアリー

ダー、キャンプ何かを体験したそのＯＢ何かが大

学生に今度はなっていて、ＯＢの方々の活躍の場

所は意外と少ないわけです。そういうところと連

携をしながら、そういう方々も一緒に入ってもら

いながら、若者同士でさっきのアンケートでも、

若者が聞けば本当に若者がたくさん答えてくれる

というのと同じで、やっていけるような、そうい

う仕組みというのもこれから考えていく必要があ

るのではないかと思うのですが、どうですか。 

○あだち未来創造室長 ジュニアリーダーの件、私

も存じ上げておりますけれども、世代を超えてと

いうか世代が繰り上がっていって、下の子たちに

受け継いでいくというような、非常にいい取組だ

なと思ってます。若者会議が今そこまでいってる

かというと、もちろんいっていませんので、例え

ば若者会議の中で、ファシリテーターが先輩のお

兄さんお姉さんたちとやるとか、そういったもの

を綾瀬のぐるぐる、今日何々やってますけれども、

たけのつカー＆パークで、そういった展開も今後

視野に入れてやっていければいいなと思ってござ

います。 

○ぬかが和子委員 ジュニアリーダーの話は、なぜ

あえて出したかというと、ジュニアリーダーで小

学生、中学生一緒にキャンプ何かをやったり、い

ろいろな体験、私も体験してるのですけれどもジ

ュニアリーダーで、その体験をした人たちに大学

生が教えてくれるとか、お兄さんがアドバイスし

てくれるというだけではなくて、今、たしか大学

生の方々とか、ＯＢ、ＯＧのところをもっと大事

に生かしていきたいという取組が広がってるとい

う話をお伺いしたものですから、だとしたら、そ

ういう力もジュニアリーダーも大事にしながら、

つまり教育委員会の中にある青少年の方ともに連

携も取りながらも、一方でそういう人たちの活躍

の場ともリンクさせていきながら、足立でそうい

うムーブメントを起こしていくということが必要

ではないかと。ジュニアリーダーのように、別に

また苦労してやってということではなくて、そこ

をうまく連携を取ったりできないのかという思い

なのですが。 

○あだち未来創造室長 先ほどの答弁と繰り返しみ

たいなになっちゃいますけれども、子ども・若者

計画をつくっていく中で、そういったいろいろな

セクションとの連携ですとか、例えばよく回って

るところとの連携ですとか、そういったことは非

常に効果あると思いますので、取り組んでまいり

ます。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○佐藤あい委員 私からも何点か伺いたいと思いま

す。 

  まず、子どもの意見、児童・生徒が自由に意見

ができるという環境整備については大変よい取組

だなと期待をしているところでございます。 

  ただ、話、今まで伺っておりますと、かなりの

数の御意見が集まってくる可能性もあるという中

で、しっかりと持続可能な対応ができる体制とい

うのをつくっていけるのかというのは、ちょっと
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心配をしているところでもあります。始まってみ

ないと分からないというところもあるかとは思い

ますが、是非子どもたち、意見を出していただい

たときに、しっかりと意見を上げてよかったなと

いう成功体験を是非体験させてあげてほしいなと

思いますし、どうしても先ほどあったように、実

現ができない要望というのも多々あると思います。

特に子どもの発想ですと、よりあるのかもしれな

いです。 

  そういった中で、しっかりと向き合ってくれて

いるなというふうに、どう感じてもらえるかとい

う回答の内容のときには、これは実現できるか分

からないですけれども、文章だけよりも例えば低

学年のお子さんであればイラストだったり図があ

った方がいいのかもしれないとか、文章だけでも

伝わるのかというふうなことも考えるわけです。

なので、そういったところで年齢に応じた表現と

いうところでは、どのようにお考えでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 年齢に応じ

た平易な文章で分かるように回答するといったと

ころは、非常に重要な観点かなと思います。例え

ば、今、各所管によってそういう回答のスキルと

か、そういったところについてはまだまだこれか

ら始めるところなので、統一されたものがないと

ころではあるといったところは事実かと思うので、

例えばＡＩを活用したりとかというのもやり方の

１つかなというふうには思ってます。ただ、回答

できる、できないを置いておいて、できない場合

についても何でできないのかといったところが子

どもたちに伝わるように回答をするといったとこ

ろは非常に大事なので、できるだけではなくて、

できないことも当然あって、何でできないのかと

いったところがきっちり子どもたちに伝わるよう

な寄り添った文章を各所管の方で考えて出してい

きたいなというふうには考えています。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。できない

理由というのも、ただ正論を並べられただけです

と、本当にダメージが大きいかなと、お子さんに

とってはあります。もう二度と意見するかという

ふうになってしまっては困りますので、是非次も

また意見をしたいなと思ってもらえるような回答

というのを是非工夫をしていただきたいと期待を

しております。 

  次に、高校生世代の居場所型学習支援に関して

ニーズが増えているという、定員が超えるような

形で枠が増えてというのは、しっかりと周知がさ

れてきている部分でもあるのかと思う一方で、や

はり高校生世代となりますと義務教育でなくなる

というところで、学校にもし行かないとなると、

学校にユースソーシャルワーカーですか、そちら

とのつながりもなくてというケースもあります。

どこに相談すればいいか分からないというお声、

実際届いております。そういった中で、こども支

援センターげんきは高校生も対象という認識では

よろしかったでしょうか。 

○支援管理課長 こども支援センターげんきは、ゼ

ロ歳から１８歳まで対象となっております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。その点が

まだまだ伝わっていないかなというふうに感じて

おります。不登校の保護者の会というのを開催を

今していただいておりますけれども、そこのこど

も支援センターげんきで先日開催をされていたと

ころに御参加の保護者の方、高校生のお子さんい

らっしゃると、こども支援センターげんきに来て

いただいているのですけれども、そこで相談がで

きるというのは知らなかったような状況でした。

やはりそこが届かない、届きにくいのかなと思い

ます。 

  なので、どう工夫をして届けていくかというの

は是非考えていただく必要あるかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○支援管理課長 今、高校生でも相談を受けている

のが本当に数名程度で本当に周知というところが

非常に課題かなと思っておりますので、様々な部
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署と調整をさせていただきながら周知できるよう

に努めてまいります。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。都立高校

とは連携がしやすいかと思いますが、私立に通っ

てるお子さんもいらっしゃるし、でも足立区の子

どもたちというところですので、しっかりと地域

の方とも連携をしていただいたりというような形

で、しっかりとフォローができるような体制づく

りを進めていただきたいなと思います。 

  あと、最後に学童保育の件で伺いたいと思いま

す。 

  学童の方も定員を増やしていただいてというこ

とで、御尽力いただいているなと感じております。

一方保護者の方から、入室をできなかったという

ような現状、お困りの声もいただいているという

ことでありますけれども、入室をできた家庭が実

際には長期休み以外は週３程度の利用もできてな

い人がいるのに、どうしてそのまま使っているの

だみたいなお声をいただくことがございます。こ

のような声というのは、実態の利用頻度だったり

とかというチェックをされているのでしょうか。 

○学童保育課長 学童保育室、基本的には週３以上

の御利用でということでお願いをしております。 

  ただ、この中で、放課後子ども教室ですとか、

それから放課後等デイサービス、こちらを利用さ

れてる方は、そこに通っている日も学童の登室日

と数えますので、一見学童に来ていないというふ

うに見えている方もいらっしゃるかと思うのです

けれども、実際には週３回以上来ていただいてる

方が大半かと考えております。 

○佐藤あい委員 承知いたしました。実質は結果的

に対象になっているというようなことですと、周

りの方、保護者からは見えにくい部分があるのか

なというところは承知をいたしました。ありがと

うございます。 

  最後、学童保育、先日申請結果の通知の件で事

前にもお話をさせていただいたのですけれども、

この件は区の直営の学童と、民設の学童の結果の

通知が通常は発送日を同日にしていただいている

というものが、ある民設学童さんが発送が遅れて

しまったことで入れないという結果だけが先に届

いて、もう大慌てをされて困ってしまってという、

数日間、本当に家族会議が行われるような状況で

心配をされていたと。ただ、結果的には民設が入

れるという結果でしたと。こういったことがない

ようにしていただく必要があるかと思いますが、

今回の該当の民設学童以外でそういった発送日の

ずれ等があったか、なかったかという確認等はさ

れてますでしょうか。 

○学童保育課長 今回、発送日がずれた件につきま

しては、御相談いただいた学童保育室のみという

ふうに聞いております。そちらについては、今回

初回だったということもありますので、来年度以

降は必ず日にちを合わせて通知がきちんと届くよ

うに徹底してまいりたいと思います。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。今回の該

当の学童もそうですし、また今後新規に入ってい

ただく民設の学童さんもあると思います。しっか

りと保護者の方に通達が行くようにというのもも

ちろんなのですけれども、例えば区の方で出して

いるものには別で出してるのですよという、結果

が別々に届くということも認識をされていない保

護者様だったので、より不安に思われたというと

ころだと思います。なので、一言添えるだけでも

別でまず民設の方は回答が来るんだなというのが

把握できるかと思いますが、いかがでしょうか。 

○学童保育課長 今、佐藤委員に御提案いただいた

件も含めて、来年改善してまいりたいと思います。 

○佐藤あい委員 お願いいたします。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

○髙橋まゆみ委員 お願いします。昨日、アダチ若

者会議、私も行かせていただきました。約２時間、

若い人たちの忌憚ない発言が本当に面白くて、最

初は少し早めに帰ろうかなと思ってたのですが、
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最後まで聞きたくなるような内容でした。未来室

長を筆頭に洋服など若い人たちが萎縮しないよう

な工夫が見られて、そういった雰囲気づくりもす

ごくよかったかなと思います。ありがとうござい

ます。 

  その中で皆さんが言っていたことというのは、

遊び場がないとか、居場所がないというお話があ

ったかと思うのですけれども、そこで、さっき富

田委員から話が出てたサイゼリヤみたいなところ

で集まってるという話の中で、私、最初の頃に文

教大学の視察をさせていただいたのを思い出して、

そこで文教大学がどのような感じで居場所を造っ

ていたかというと、本当にサイゼリヤみたいなテ

ーブルをわざと置いて、何もないのですけれども

通路にテーブル置いて仕切りを付けただけなので

すけれども、すごくそこが大学生にとっては居心

地がよくて、いつも満員なのですよというような

お話をされてたの思い出したのです。そういった

ところで、どこを活用したらいいかななんて考え

ていたときに、地域地域にいろいろなところに学

習センターみたいのがあるじゃないですか。そう

いったところに本当に片隅にでも、よくエル・ソ

フィアなんか行くのですけれども、やっぱり若い

人たちソファーに座ってたりするのですけれども、

あそこパーティションを付けたりとか、そういう

レストランというか、ああいう空間をつくってあ

げるだけでも皆さんの中高生の居場所にもなる。

そのときにＱＲコードだったりとか、そういった

もので今回の発信方法というのも出てるのですけ

れども、読みたくなるようなフレーズを付けなが

ら、例えば、若者会議でお話が出ていたのは、子

どもたちが話してたのがビュー坊、意外と足立区

のビュー坊は好きな子が多いらしいのです。で、

何かきらきら反射版になってるやつをもらったと

いうお話をしてて、あれって結構人気なんだよと

いうようなことを言ってたりしてたので、そうい

ったものを例えば待ち受けとか、スタンプという

のはすごく簡易にできるじゃないですか。このＱ

Ｒコードでアンケートに答えると、そういったも

のをもらえるよと言ったら、取り込んでくれると

思うのです。そうしないと、今の子どもたちはＡ

Ｉが進み過ぎていて、自分の興味のあるものしか

アップされてこないと、その中で話してたのです。

特にＬＩＮＥとかＸなんかは、自分が検索したも

のの関連しか出てこないから、例えば足立区の情

報が来るかといったら来ないのです。それで来る

のがＩｎｓｔａｇｒａｍとか、もう１つのＴｉｋ

Ｔｏｋの方は、いろいろタイムラインに上がって

くるけれどもという話をされてたので、そういっ

たところをうまく活用しながらやっていけばいい

のかなと思いました。 

  あと、意見とか質問で１，３９９件、これに返

信といいますか考えていくのもすごく大変だと思

うのですけれども、確かに子どもたちの意見には

一語一句答えてほしいと思う反面、リアルタイム

でやってくれないと子どもたちって、質問したと

きに答えてくれないと、もう興味がなくなってし

まうのです。子どもだけではなく、人はそうだと

思うのですけれども、そういったときに例えばう

ちのれいわのサイトを見ていただくと、「れいわ

に訊く」というものがあって、自分が興味がある

というか、れいわは何を考えてるのだろうという、

そういうフレーズを入れると、パンとその動画が

出てきたり、フレーズが出てきたり、その質問内

容が出てきたりというものがあるのです。そうい

ったところに、区の行政の子どもたちが大体質問

するようなことというのは、ある程度決まってく

るとは思うのです。そういったところで割り振り

をして、そこで答えられないものに対して要はＡ

Ｉも使いながら割り振りをして、初めて行政の人

たちが返信をしていくというふうにすれば、この

全ての１，３９９件に答えなくていいと思うので

す。そういったところにＡＩを使ったらどうでし

ょうか。 
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○貧困対策・若年者支援課長 今、髙橋委員から幾

つかのテーマで御質問いただいたところですけれ

ども、まず居場所のところにつきましては、まず、

今、地域学習センターで様々なフリースペースな

んかも展開しておりまして、今だとちょうどホー

ムページも出ておりますけれども、１４か所の地

域学習センターで、１か所ないしは２か所のフリ

ースペースを各所管で展開しているというところ

になります。そういったところについては、恐ら

く知らない方もいらっしゃると思いますので、よ

り知っていただくような工夫をしながら進めてま

いりたいなというところが１点目。 

  続いて、児童・生徒が意見を言える仕組みのと

ころの、全てに回答をできるのか、即時的に回答

しないと意味ないのではないかといったところで

すけれども、こちらについては、当初トライアル

でやったときについては、内容ごとにいろいろま

とめて所管を割り振って、いろいろと内容ごとに

所管で対応できないものも含めてまとめてお渡し

してというような調整があったので、都合、回答

するのは２か月ぐらい掛かってしまったといった

ところもあるので、そういった意味からすると、

即時的な回答ではなかったのかなと、なので、今

回は一件一件に回答して、区の受け止め方、区と

してどういうふうに考えるのかというのを一件一

件回答していくといったようなやり方で今回はや

らせていただくというふうに考えてます。 

  それが、子どもたちにとってどういうふうに受

け止めてもらえるのかといったところについては、

また子どもたちからの反応もあると思いますので、

今後、もし改善の必要があるということであれば、

また違った仕組みというのも検討する必要がある

のかなというふうには考えているところでござい

ます。 

○髙橋まゆみ委員 昨日聞いてて思ったのは、意外

と子どもたちといいますか、そこに来ていた１１

人の方もそうだったのですけれども、本当に真面

目に行政は考えてくれるのだなというのがすごく

感じたのです。なので、その意見だったりとか、

そういった要望だったりというのをダイレクトに

きちんと聞けるような体制を取るということが、

足立のボトムアップになっていくのかなと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、その他に移ります。 

  何か質問はございますか。 

○土屋のりこ委員 その他ということで、今さらで

はあるのですが、特別委員会の設置についてとい

うところを見ていて、調査項目、設置理由が５つ

挙がっているのですけれども、その４つについて

はすごく活発に議論されているところなのですが、

先ほど議長からもあったような点で、少子化対策

に関することというのも、ここの調査項目に含ま

れてはいるものの、あまり区からも報告がない。

逆に言うと子育て支援は少子化対策だというふう

なことなのかもしれないですけれども、あまりそ

の点について議論がない、報告等ないなと思うの

ですが、少子化対策について区は足立区のこうい

うことをやっているんだというふうな区の認識と

いうのはいかがなのでしょうか。 

○政策経営部長 少子化対策そのものと言われます

と、なかなかお答えが難しいかなというふうに思

ってます。それぞれの部署で待機児対策もそうで

すし、政策の方で子育ての世帯にアンケートを取

って、どういったものが求められているのか、産

み育てやすいような環境をつくるための、そうい

ったものは各部署で取り組んでいるところでござ

います。 

○土屋のりこ委員 なぜ聞いたかといいますと、区
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内の少子化の状況について地域ごとに違いがある、

子どもが増えているエリアと、逆に超少子化とい

うふうなエリアであったりとか、そういった区内

地域によっても状況が違うということが今あるか

と思うのですが、そういったあたりで、ここの委

員会が少子化対策に関することを調査項目なので

あれば、人口政策ということなのか、人口政策と

いうと都市建設の方にもまたがっているというこ

とで議論の分散してしまうということであれば、

まとめて検討しづらいというか思うのですけれど

も、少子化対策に関することというのも調査項目

であり設置理由なのであれば、では区内のどの地

域がそういった対策を、今、強化が必要なのか、

逆に綾瀬なり少子化対策として成功しているエリ

アはどういった施策が成功しているのかとかいう

評価を持つとか、明らかにするとか、そういった

ことについても検討していくということが少子化

全体としての対策を足立区の中で考えていくこと

になるのではないかということを思ったもので、

そういったことをこの委員会で政策経営の方で検

討するということなのか、担当部署というのはど

うなるのでしょうか。 

○副区長 そういった人口推計とか、そういう関係

に関しては、今まで総務委員会の方で御報告をし

てまいりました。本委員会の方での少子化対策と

いうのは、今、先ほど土屋委員がおっしゃったよ

うな子育て施策とか、そういった保護者とか、い

ろいろなところへの支援によって、そういうよう

な施策を推進するという観点で捉えております。

また、改めてその設立の趣旨を確認して、今後ど

ういう報告にするかは、事務局の方とも御相談を

させいただきたいと思います。 

○土屋のりこ委員 年少人口推計等、教育委員会の

方で持っておられるということだと思いますので、

そういったあたりで少子化対策の状況、現状、必

要なのか否かというところからも含めて、検討な

り調査を深められればいいのかなと思ったので指

摘をさせていただきました。今後、御検討いただ

ければと思います。 

○太田せいいち委員長 ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

  以上をもちまして、子ども・子育て支援対策調

査特別委員会を閉会させていただきます。お疲れ

さまでした。 

午後３時４８分閉会 


